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執行機関

執行機関は、地方公共団体の意思決定機関である議会に
対し、地方公共団体の事務を管理執行する地位にある機関
である。

本区の執行機関は、区を総括し、これを代表する区長と
各種の行政委員会および委員によって構成される。

副区長　田中　智彦
就任　令和５年７月１日

副区長　吉田　不曇
就任　令和３年12月１日

歴代区長

区　　　　分 氏　　　　　名 就　　　　　任 退　　　　　任
初　　　　　代 山　本　泰　介 昭和22年４月23日 昭和26年４月14日
２　　　　　代 野　宗　英一郎 昭和26年４月26日 昭和30年１月21日
３　　　　　代 野　宗　英一郎 昭和30年１月22日 昭和34年１月21日
４　　　　　代 野　宗　英一郎 昭和34年１月22日 昭和38年１月21日
５　　　　　代 野　宗　英一郎 昭和38年３月４日 昭和42年３月３日
６　　　　　代 折　田　進　二 昭和42年６月９日 昭和46年６月８日
７　　　　　代 折　田　進　二 昭和46年６月９日 昭和50年４月26日
８　　　　　代 横　関　政　一 昭和50年４月27日 昭和54年４月26日
９　　　　　代 横　関　政　一 昭和54年４月27日 昭和58年４月26日
10　　　　　代 横　関　政　一 昭和58年４月27日 昭和62年４月26日
11　　　　　代 矢　田　美　英 昭和62年４月27日 平成３年４月26日
12　　　　　代 矢　田　美　英 平成３年４月27日 平成７年４月26日
13　　　　　代 矢　田　美　英 平成７年４月27日 平成11年４月26日
14　　　　　代 矢　田　美　英 平成11年４月27日 平成15年４月26日
15　　　　　代 矢　田　美　英 平成15年４月27日 平成19年４月26日
16　　　　　代 矢　田　美　英 平成19年４月27日 平成23年４月26日
17　　　　　代 矢　田　美　英 平成23年４月27日 平成27年４月26日
18　　　　　代 矢　田　美　英 平成27年４月27日 平成31年４月26日
19　　　　　代 山　本　泰　人 平成31年４月27日 令和５年４月26日
20　　　　　代 山　本　泰　人 令和５年４月27日 在　任　中

区長　山本　泰人
就任　令和５年４月27日
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窓口の時間延長
行政サービスをより利用しやすくするために、区民生活

日曜開庁
区民サービスのより一層の向上を図るため、日曜日に窓
口の一部を開いている（平成21年度から開始）。
・開庁日時
毎週日曜日の午前９時から午後５時まで。ただし、年末
年始（12月29日から１月３日まで）は開庁しない。
・開設場所
区役所本庁舎１階

区役所・特別出張所の位置および所管区域

所　　在　　地 所　　　管　　　区　　　域
本　　庁
　築地１－１－１
　☎（3543）0211

八重洲二丁目、京橋一～三丁目、銀座一～八丁目、新富一・二丁目、入船一～三丁目、湊
一～三丁目、明石町、築地一～七丁目、浜離宮庭園、八丁堀一～四丁目、新川一・二丁目

日本橋特別出張所
　日本橋蛎殻町１－31－１
　☎（3666）4251

日本橋本石町一～四丁目、日本橋室町一～四丁目、日本橋本町一～四丁目、日本橋小舟町、
日本橋小伝馬町、日本橋大伝馬町、日本橋堀留町一・二丁目、日本橋富沢町、日本橋人形
町一～三丁目、日本橋小網町、日本橋蛎殻町一・二丁目、日本橋箱崎町、日本橋馬喰町一・
二丁目、日本橋横山町、東日本橋一～三丁目、日本橋久松町、日本橋浜町一～三丁目、日
本橋中洲、八重洲一丁目、日本橋一～三丁目、日本橋茅場町一～三丁目、日本橋兜町

月島特別出張所
　月島４－１－１
　☎（3531）1151

佃一～三丁目、月島一～四丁目、勝どき一～六丁目、豊海町、晴海一～五丁目

業務時間延長実施窓口・取り扱い業務

実　施　窓　口 取　　り　　扱　　い　　業　　務

区　民　生　活　課
住民基本台帳の転出入・転居・世帯変更などの異動処理、印鑑登録・廃止、戸籍届け書の受領、
各種証明書の交付（住民票、印鑑証明、戸籍）、マイナンバーカードの交付、特別永住許可の申
請の受理など

税　　　務　　　課 区税収納、納税相談、申告書の受け付け、課税・納税証明、軽自動車税の登録・廃車申請受け付け
子 育 て 支 援 課
子 育 て 支 援 係 児童手当など各種手当・子ども医療証申請受け付けなど

障 害 者 福 祉 課 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の住所変更などの受け付け、心身障害者福
祉手当などの受け付け、心身障害者医療費助成受給者証の交付など

介　護　保　険　課 要介護認定申請の受け付け、被保険者証および負担割合証再交付申請の受け付け、介護保険サー
ビス申請の受け付け

保　険　年　金　課 国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の加入・喪失届の受け付け、国民健康保険料・介護保
険料・後期高齢者医療保険料の収納・納付相談など

日本橋特別出張所 住民基本台帳の転出入・転居・世帯変更などの異動処理をはじめ本庁が対応する業務のうち、現
在特別出張所でも取り扱っている受け付け業務月 島 特 別 出 張 所

に関わりの深い事務について、毎週水曜日午後７時まで窓
口の時間延長を行っている（祝日・休日および12月28日か
ら１月４日までは除く）。

開設窓口および取り扱い業務

開設窓口 取り扱い業務

区
民
生
活
課

住民記録係 住民基本台帳の転出入・転居・世帯変
更などの異動処理、住民票の写しなど
の交付、印鑑登録・廃止、印鑑登録証
明書の交付、マイナンバーカードの交
付、特別永住許可の申請の受理など

戸籍係 戸籍届け書の受領、戸籍全部事項証明
書・個人事項証明書などの交付

保
険
年
金
課

資格係
（１階区民生活課
住民記録係窓口に
おいて業務を行う）

国民健康保険の加入・喪失届の受け付
け、後期高齢者医療に関する資格の届
け出の受け付け

◎�他の区市町村や関係機関との連携が必要な業務（国外からの転入、
広域交付住民票の写しの交付、戸籍の届け出の受理・不受理の決
定）については行っていない。
◎�毎月第３土曜日の翌日の日曜日はシステムのメンテナンスのため
マイナンバーカードに関する手続きは行っていない。
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職　員　配　置　表 （令和５年４月１日現在）（単位：人）
職層別

所属別

合

計

参

事

専
門
参
事

副
参
事

専

門

副
参
事

主

事

幼
稚
園

教

諭

職層別

所属別

合

計

参

事

専
門
参
事

副
参
事

専

門

副
参
事

主

事

幼
稚
園

教

諭

合　　計 （101） （1） （91） （9）

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
役
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

　高齢者施策推進室 （1） （1）
1,566 16 1 52 3 1,420 74 55 1 2 52

計 （87） （1） （86） 高 齢 者 福 祉 課 （1） （1）
1,308 13 1 45 3 1,246 21 1 1 19

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
役
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

企画部 （3） （3） 介 護 保 険 課51 3 4 44 34� 1 33
政 策 企 画 課 　保健所 （5） （5）

11 2 1 8 118 1 1 2 114
財 政 課 生 活 衛 生 課 （3） （3）

10 1� 9 51 1 1 49
広 報 課 （1） （1） 健 康 推 進 課 （1） （1）

11 1 10 40 1 39
情 報 シ ス テ ム 課 （2） （2） 日本橋保健センター （1） （1）

19� 2 17� 12 1 11
総務部 （12） （1） （11） 月島保健センター119 2 4 1 112 15� 15
秘 書 室 環境土木部 （5） （5）

3 1 2 221 1 7 213
総 務 課 （3） （1） （2） 管 理 調 整 課 （1） （1）

35 2 1 32 26 1 1� 24��
職 員 課 （3） （3） 交 通 課26 1 25 16 2� 14
経 理 課 環 境 課10 1 9 23 1 22
税 務 課 （6） （6） 水 と み ど り の 課 （2） （2）

45� 1 44� 25 1� 24
　防災危機管理室 道 路 課 （1） （1）

24 1 3 20 38 1� 37�
防 災 危 機 管 理 課 中 央 清 掃 事 務 所 （1） （1）

24 1 3 20� 93 1� 92
区民部 （9） （9） 都市整備部 （9） （9）

134 2 7 125 86 1 6� 79
区 民 生 活 課 （3） （3） 都 市 計 画 課 （6） （6）

35 1 1 33 10 1 1 8
地 域 振 興 課 地 域 整 備 課16 1 15 20 2� 18�
文化・生涯学習課 （1） （1） 住 宅 課 （1） （1）

16 1 15� 10 1 9
ス ポ ー ツ 課 建 築 課 （2） （2）

11 1 10 24 1� 23�
商 工 観 光 課 （2） （2） 営 繕 課16 1 � 15 22 1 21
日本橋特別出張所 （1） （1） 　都市活性プロジェクト推進室17 1 16� 7� 1 6�
月 島 特 別 出 張 所 （2） （2） 都 心 再 生 推 進 課23 2 21 3� � 3�

福祉保健部 （43） （43） 基 盤 事 業 調 整 課479� 1 �10 468� 4� 1� 3�
管 理 課 （2） （2） 会計管理者19 1 1 17 14 1� 13�
子 育 て 支 援 課 （28） （28） 会 計 室269 1 268 14 1 13�
保 育 課 （1） （1）

行
政
委
員
会
な
ど

計 （14） （5） （9）
37 2 35 258 3 7 174 74

生 活 支 援 課 （2） （2） 教 育 委 員 会 （14） （5） （9）
27 1 26� 232 1 6� 151 74

障 害 者 福 祉 課 （2） （2） 選挙管理委員会事務局18 1 17 7 1� 6�
保 険 年 金 課 （2） （2） 監 査 事 務 局21 1 20 5� 1� 4
子ども家庭支援センター （2） （2） 区 議 会 議 会 局52 2 50 14 1 13
福 祉 セ ン タ ー （3） （3）

22� 1 21
子ども発達支援センター （1） （1）

14 � 14�
注　１�　区長、副区長および教育長を除く ｡
　　２�　部長、防災危機管理室長、高齢者施策推進室長、保健所長は各庶務主管課に、企画部参事（連絡調整 · 特命担当）および企画部副参事（計画 · 特命担当）は企画部政策企画課に、企画部参

事（特命担当）は企画部財政課に、企画部副参事（デジタル推進 · 特命担当）は企画部情報システム課に、総務部参事（連絡調整 · 特命担当）、総務部組織 · 業務改善等担当課長および総務部
法務担当課長は総務部総務課に、総務部地域防災担当課長および総務部副参事（防災計画等 ･特命担当）は総務部防災危機管理課に、区民部参事 ( 特命担当 ) は区民部商工観光課に、区民部
晴海特別出張所開設準備担当課長は月島特別出張所に、福祉保健部副参事（保育指導 · 特命担当）は福祉保健部保育課に、福祉保健部放課後対策担当課長は子ども家庭支援センターに、環境
土木部副参事（交通安全対策 · 特命担当）は環境土木部交通課に、都市整備部まちづくり事業担当課長は都市整備部地域整備課に含む ｡

　　　�　保健衛生担当部長は保健所長で、都市整備部都市活性プロジェクト推進室長は都市整備部長で、総務部副参事（生活安全 · 特命担当）は環境土木部副参事（交通安全対策 · 特命担当）で、
子ども発達支援センター所長は福祉センター所長で、月島保健センター所長は日本橋保健センター所長で、都市整備部副参事（建築確認指導調整 · 特命担当）は都市整備部住宅課長でそれぞ
れ兼務のため計上。

　　３�　（　）内は、育児休業、休職、都市整備公社等派遣を外数で示す ｡
　　　　�【内訳：育児休業71人、休職22人、都市整備公社派遣5人、社会福祉協議会派遣1人、勤労者サービス公社派遣2人】
　　４�　特別区人事 · 厚生事務組合等派遣、臨時的任用職員、臨時的任用教員および暫定再任用短時間勤務を除く ｡
　　５�　指導主事5人および暫定再任用フルタイム勤務95人を含む。
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行政組織および分掌事務
（区議会議会局および各種行政委員会については、それぞれの編に登載）

（令和５年７月１日現在）

区長（山本　泰人）　副区長（田中　智彦）　　　　　　　　　　　　　（吉田　不曇）

特
命
担
当

デ
ジ
タ
ル
推
進
・

副

　参

　事

（

）

企

　画

　部

　

政
策
企
画
課

政策企画担当係長…… 庶務、文書、庁議、調整会議、政策調整会議、重要政策の総合調
整、区政一般の企画調整、基本構想、基本計画、施設整備計画、
行政評価

財 政 担 当 係 長…… 財政計画・調査、予算編成・執行管理・財務分析、特別区債の発行・
償還、都区財政調整

広　　 報 　　係…… 広報紙の発行、広報刊行物の発行、ホームページの運用、テレビ
広報、ラジオ広報、SNSによる情報発信

広　　 聴 　　係…… 区政に関する広聴および相談、区民の相談・要望対応（まごころ
ステーション）、区政への提案

報 道 担 当 係 長…… 報道機関への情報提供・連絡（パブリシティ活動）

シティプロモーションの推進シティプロモーション担当係長……

広

　報

　課

管　　 理 　　係…… 情報システムに係る総合調整、情報セキュリティ、住民情報シス
テムの運用・保守

開 発 支 援 係…… 新たに導入する情報システムの開発支援、庁内および学校間ネッ
トワークシステムの運用・保守

デジタル推進係…… デジタル化の推進およびシステムの改善に係る総合調整、情報シ
ステムの調査・研究

シ
ス
テ
ム
課

情

　
　
　報

・
特
命
担
当

計
画

副

　参

　事

（

）

財

　政

　課
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担
当
課
長

組
織
・
業
務
改
善
等

秘

　書

　室

秘 書 担 当 係 長…… 秘書事務

庶務、区議会関係、私立学校、褒章、庁舎管理総　　 務 　　係……
例規立案、文書審査、不服申し立て法　　 規 　　係……

情報公開、個人情報保護、文書配布、公印、諸証明情 報 公 開 係……

総

　務

　部

　
　参
事
（
連
絡
調
整
・
特
命
担
当
）

秘
書
担
当
部
長

職

　員

　課

法
務
担
当
課
長

経

　理

　課

税

　務

　課

人事、定数人　　 事 　　係……

物品の調達、工事その他の契約契　　 約 　　係……
区有財産の取得・管理・処分、物品の検査、中央区土地開
発公社

管　　 財 　　係……

軽自動車税（種別割）・特別区たばこ税・入湯税の賦課管　　 理 　　係……
特別区民税の賦課課　　 税 　　係……
特別区税の収入管理、特別区税の証明収　　 納 　　係……
特別区税・税外収入金の滞納整理、徴収の嘱託・受託整　　 理 　　係……

給与、福利厚生、被服貸与給 与 福 利 係……

人事制度
福利調整

人事制度担当係長……
福利調整担当係長……

職員研修、職員の健康および安全管理、公務災害補償研 修 健 康 係……

機構、組織、本庁舎整備計画、業務改善推進、債権管理組織・業務改善等担当係長……

訴訟、和解法 務 担 当 係 長……

男女平等センター……

男女共同参画関係施策の推進、男女平等センター「ブーケ21」
管理運営

男女共同参画係……

事
務
取
扱

連
絡
調
整
・
特
命
担
当

参

　事

総

　務

　課

（

）

事
務
取
扱

連
絡
調
整
・
特
命
担
当

参

　事

（

）

事
務
取
扱

秘
書
担
当
部
長

（

）

男女共同参画関係施策の推進、男女平等センター「ブーケ 21」
管理運営
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・
特
命
担
当

生
活
安
全

副

　参

　事

（

）

・
特
命
担
当

防
災
計
画
等

副

　参

　事

（

）

防
災
危
機
管
理
室
長

管
理
課

防
災
危
機

担
当
課
長

地
域
防
災

防災危機管理担当係長……

区
民
生
活
課

地
域
振
興
課

文
化
・
生
涯
学
習
課

庶務、文書、消費生活センターの運営、家庭用品品質表示法・電気
用品安全法などに基づく検査など、計量器事前調査、自衛官募集

消 費 生 活 係……

戸籍の調整・届け出の受理・管理、戸籍の附票、戸籍の謄抄本およ
び証明書ならびに身分証明書の交付、人口動態調査、埋火葬・改葬
許可

戸　　 籍 　　係……

住民基本台帳諸届け受理・諸証明交付、マイナンバーカード、公的
個人認証サービス、印鑑登録・証明、特別永住許可の申請の受理な
ど、母子健康手帳交付、自動車臨時運行許可

住 民 記 録 係……

各種統計調査調 査 統 計 係……

消費生活相談、あっせん消費生活センター……

コミュニティ施策の推進、コミュニティ活動の援助、町会・自治会
関係、大江戸まつり盆おどり大会、地域との協働の推進および調整

コミュニティ支援係……

中央会館・区民館・浜町集会施設・伊豆高原荘・区民健康村に関す
ること、セレモニーホールの管理運営、公衆浴場の確保および助成、
公設浴場の維持管理

区 民 施 設 係……

平和事業の推進、都市間交流の推進、地域振興に関わる事業の推進、
隅田川花火大会、雪まつり、区民還暦祝い事業

地 域 事 業 係……

晴海地域交流センターに関すること地域交流施設担当係長……

文化振興、国際交流の推進、まるごとミュージアム、まちかど展示
館、東京国際合唱コンクール in HARUMI

文 化 振 興 係……

生涯学習の推進、中央区民カレッジ、区民文化祭、中央区の街並み
絵画展、かえで学級、社会教育関係団体の育成・支援、社会教育会
館に関すること、家庭教育支援の推進

生 涯 学 習 係……

青少年委員・青少年対策地区委員会に関すること、青少年問題協議
会の運営、子どもフェスティバル、少年リーダー養成研修会、羽根
つき大会、二十歳のつどい

青 少 年 係……

区

　民

　部

危機管理、災害対策本部、防災関係機関との連絡調整、防
災無線、防災設備などの管理、総合防災訓練、帰宅困難者
対策の推進、消防団などへの支援、防災拠点の整備、防災
区民組織の育成、防災拠点運営委員会の支援、防災意識の
普及啓発、生活安全、地域防災計画、業務継続計画、国民
保護計画、国土強靭化地域計画

きょうじん
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ス
ポ
ー
ツ
課

区内産業の振興、商店街の振興、商工団体の支援、雇用対策商 工 振 興 係……

区内共通買物・食事券の発行、中小企業の育成、創業の支援、
産学連携事業、ハイテクセンターの管理運営、産業会館・勤労
者サービス公社に関すること、ビジネス交流フェア

中小企業振興係……

商工相談、商工業融資相談融資担当係長……

観光事業の振興、観光団体の支援、観光拠点の管理都市観光推進係……

・
特
命
担
当

産
業
振
興

副

　参

　事

（

）

スポーツ・レクリエーションの企画調整、スポーツ推進審議会
の運営、スポーツ推進委員に関すること、スポーツ施設に関す
ること、学校施設のスポーツ利用に関すること

体 育 施 設 係……

スポーツ・レクリエーションの普及、スポーツ団体の育成スポーツ事業係……

日
本
橋
特
別
出
張
所

コミュニティ活動、地域行事支援、地域相談、行政懇談会、国
民健康保険・国民年金・介護保険・後期高齢者医療制度に関す
る申請書などの受理・保険料（国民年金は除く）の収納、区税
の証明・収納、児童手当・子ども医療費助成の申請書などの受
理、新生児誕生祝品の支給、保育所入所申請などの受理、高齢
者福祉サービスに関する申請書などの受理、庁舎管理、地域の
コミュニティルームの管理、日本橋公会堂の管理に関すること

地 域 活 動 係……

戸籍届書受領、戸籍謄抄本および諸証明の交付、住民基本台帳
諸届け受理・諸証明の交付、マイナンバーカードの交付、公的
個人認証サービス、印鑑登録・証明、埋火葬・改葬許可証の交
付、母子健康手帳の交付および出産支援祝品の支給、自動車臨
時運行許可、地価公示図書閲覧

区　　 民 　　係……

月
島
特
別
出
張
所

日本橋特別出張所地域活動係の分掌事務に同じ（日本橋公会堂
の管理に関することを除く）

地 域 活 動 係……

日本橋特別出張所区民係の分掌事務に同じ区　　民　　係……

晴海特別出張所（仮称）の開設準備晴海特別出張所
開設準備担当係長……

商
工
観
光
課

担
当
課
長

開
設
準
備

晴
海
特
別
出
張
所
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福
祉
保
健
部

福
祉
事
務
所
（
福
祉
保
健
部
長
兼
務
）

子ども・子育て支援事業計画に関すること、子ども・子育
て会議に関すること

管

　理

　課

庶務、文書、部の財産管理、休日応急診療、福祉のまちづく
りの推進、社会福祉法人の認可などに関すること

庶　　務　　係……

特定健康診査など、各種がん検診、区民歯科健康診査、公害
健康被害の認定・給付、公害保健福祉・予防事業、気管支ぜ
ん息等大気汚染医療費助成制度

保　　健　　係……

施設型給付および地域型保育給付に関すること、私立認可保
育所・認証保育所・地域型保育事業所などの運営に関するこ
と、特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の確認に
関すること（保育施設整備に伴う確認を除く）、特定子ども・
子育て支援施設の確認に関すること、子育てのための施設等
利用給付に関すること

保 育 運 営 係……

子どものための教育・保育給付認定に関すること、子育ての
ための施設等利用給付認定に関すること、特定教育・保育施
設および地域型保育事業の利用調整に関すること

保 育 入 園 係……

認可保育所・認証保育所・地域型保育事業所などの指導、助
言および指導監督に関すること、ならびに保育内容に関する
こと

保育指導担当係長……

保育施設整備に関すること、特定地域型保育事業の認可に関
すること、特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の
確認に関すること（保育施設整備に伴う確認に限る）

保育施設整備係……

障
害
者
福
祉
課

障害のある方の福祉に関する相談、心身障害者福祉手当など、
心身に障害のある方の社会参加の推進、重度脳性麻痺者介護、
障害者福祉施設の管理運営、心身障害者の医療費助成、障害
者福祉施策の推進、自立支援協議会、障害福祉計画や障害児
福祉計画に関すること

障 害 者 福 祉 係……

知的障害者、身体障害者、精神障害者福祉に関する相談およ
び個別援護、愛の手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福
祉手帳の交付、障害のある方の自立支援

相 談 支 援 係……

子
育
て
支
援
課

児童手当、児童育成手当（障害を除く）、児童扶養手当、出産
支援事業、子ども・ひとり親家庭等医療費助成、母子および
父子・女性福祉資金貸付、女性・家庭等相談

子 育 て 支 援 係……

区立認可保育所の運営・維持管理に関すること公 立 保 育 園 係……

保　　 育 　　園

計画推進等担当係長……

生
活
支
援
課

保

　育

　課

生活保護費および中国残留邦人等支援給付金などの支給、医
療券の発行、原爆被爆者見舞金支給、戦傷病者・戦没者遺族
などの援護、行旅死亡人等取扱、福祉団体助成

地 域 福 祉 係……

相談調整担当係長…… 生活保護に関する相談調整および法外援護、生活困窮者の自
立相談支援、応急小口資金貸付、ホームレスの相談援護、中
国残留邦人などの相談調整
生活保護に関する個別援護、中国残留邦人などの個別援護生活福祉担当係長……

自立支援給付費などの支払い、相談支援事業者や障害児相談
支援事業者の指定、障害福祉サービスなどを行う事業者の指
導に関すること

給 付 指 導 係……

保健医療福祉計画の推進、成年後見制度の利用促進、民生・
児童委員に関すること

地域福祉推進係……

・
特
命
担
当

保
育
指
導

副
参
事

（

）
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保
険
年
金
課

国民健康保険事業の企画・普及および後期高齢者医療制度の
普及、運営協議会、国民健康保険団体連合会に関すること、
国民健康保険および後期高齢者医療制度に関する交付金の申
請、実績報告

管 理 係……

国民健康保険被保険者の資格、国民健康保険料の賦課、後期
高齢者医療被保険者の資格および保険料の賦課管理

資　　 格 　　係……

国民健康保険給付、診療報酬、一部負担金の減免・徴収猶予、
保健事業、後期高齢者医療の給付受け付け

給　　 付 　　係……

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

一時預かり保育、トワイライトステイ、情報交流室、地域活
動室の貸し出し、病児・病後児保育、育児支援ヘルパー、緊
急一時保育援助事業、ベビーシッター利用支援事業（一時預
かり利用支援）、ファミリー・サポート・センター事業、分室
の管理運営

事　　 業 　　係……

子どもと子育て家庭の総合相談、子どもショートステイ、要
保護児童対策地域協議会の運営、養育支援訪問事業、養育家
庭制度普及・啓発

児童館の管理、民設学童クラブの募集・開設に関すること、
子育て交流サロン「あかちゃん天国」、小学校内学童クラブ
開設準備

相 談 担 当 係 長……

放課後対策担当係長……

児　　 童 　　館

福祉センターの管理運営、講習・講座、施設提供、内職のあっ
せん、健康福祉まつり

管　　 理 　　係……

入所相談・健康管理、高次脳機能障害者支援事業、生活介護、
就労継続支援（B型）、地域活動支援センター、基幹相談支援
センター、特定相談支援

支　　 援 　　係……

授産ふれあい作業所……

国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の徴収、
督促、還付、口座振替

収　　 納 　　係……

国民年金被保険者の資格、給付の届け出受け付け、国民年金
保険料の免除および猶予の届け出受け付け、年金相談業務

年　　 金 　　係……

国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の滞納
整理

収納推進担当係長……

子
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

福
祉
セ
ン
タ
ー

こどもの発達相談、児童発達支援、放課後等デイサービス、
保育所等訪問支援、障害児相談支援

発 達 支 援 係……

育ちのサポートシステムの推進事業調整担当係長……

担
当
課
長

放
課
後
対
策
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高
齢
者
福
祉
課

敬老慶祝、高齢者保健福祉計画、避難行動要支援者対策高 齢 者 福 祉 係……

高齢者の社会参加の推進、高齢者の健康づくり・介護予防、
高齢者の生活支援、いきいき館（敬老館）に関すること、シ
ルバー人材センターに関すること、高齢者の就労支援に関す
ること

高齢者活動支援係……

１人暮らし高齢者などの福祉に関すること、要介護高齢者な
どの在宅介護支援、区立特別養護老人ホーム・区立高齢者在
宅サービスセンター・区立介護老人保健施設などに関するこ
と、高齢者福祉施設の整備に関すること

高齢者サービス係……

高齢者クラブの育成、生きがい活動の支援、シニアセンター
の管理運営に関すること

シニアセンター……

介
護
保
険
課

介護保険事業の計画・普及・統計、在宅療養支援協議会の運営管 理 係……

介護保険の保険給付、利用者負担金の減免、介護サービス事
業者の支援

事業者支援給付係……

介護保険被保険者の資格・要介護認定、介護保険料の賦課、
介護認定審査会、介護保険負担割合証の発行

介 護 認 定 係……

要介護高齢者などの相談・調整、介護保険の相談、おとしよ
り相談センター（地域包括支援センター）、高齢者に対する保
健指導、緊急生活支援宿泊サービス、高齢者虐待の対応に関
すること

地 域 支 援 係……

介護サービス事業者の指定・指導、介護保険の苦情・相談、
介護相談員の派遣、介護サービス事業者の雇用支援

指 導 担 当 係 長……

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関すること高齢者健康支援担当係長……

高
齢
者
施
策
推
進
室
長
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保
健
衛
生
担
当
部
長

健
康
推
進
課

中
央
区
保
健
所
（
保
健
衛
生
担
当
部
長
兼
務
）

庶務、文書、事務の進行管理、保健所運営協議会、衛生統計、
狂犬病予防および動物の愛護・管理、動物に関する地域活動
の支援、健康・食育プランに関すること、庁舎管理

生 活 衛 生 係……

医師等免許申請・交付、診療所などの許可・届け出・監視、
薬局・薬店などの許可・監視、医療機器の販売業・貸与業の
許可・届け出・監視、毒物劇物販売業の登録・監視、家庭用
品の監視、医療相談窓口

医 事 薬 事 係……

環境衛生施設の許可・確認・監視、特定建築物の届け出・監
視、プールの許可・届け出・監視、住居衛生・室内環境、ね
ずみ・衛生害虫の駆除および相談、住宅宿泊事業の届け出の
受理・監視、地域が実施するねずみの駆除・防除への補助

環境衛生第一係……

食品関連施設の営業許可・監視、収去検査、食鳥処理施設お
よび化製場の監視、違反食品の排除、食品衛生推進員に関す
ること、団体育成

食品衛生第一係……

食品関連施設の営業許可・監視、収去検査、食鳥処理施設お
よび化製場の監視、食中毒に関する調査および措置、衛生教
育等普及啓発

食品衛生第二係……

微生物学検査、理化学検査検　　 査 　　係……

受動喫煙対策に関すること受動喫煙対策担当係長……

母子保健、精神保健福祉、予防接種、生活習慣病予防の健診
・相談、各種医療費公費負担、難病患者福祉手当、保健福祉
の相談、保健指導、母子歯科健康診査、栄養指導、原爆被爆
者の援護に係る届け出などの受理、石綿（アスベスト）健康
被害救済給付、自殺総合対策の推進、骨髄移植ドナー支援事
業、がん患者のウィッグ等購入費助成

予　　 防 　　係……

母子・精神・難病保健指導、生活習慣病予防などの健康づく
り、家庭訪問に関すること、栄養指導、給食施設指導、栄養
成分表示・特別用途食品などの相談指導

健康推進担当係長……

晴海保健センター（仮称）の開設準備晴海保健センター……開設準備担当係長

母子保健、精神保健福祉、生活習慣病予防の相談、母子歯科
健康診査、各種医療費公費負担、保健福祉の相談、保健指導、
栄養指導、アレルギー専門相談、庁舎管理

健　　 康 　　係……

保健指導、家庭訪問指導、生活習慣病予防などの健康づくり健康推進担当係長……

日本橋保健センター健康係の分掌事務に同じ（庁舎管理に関
することを除く）

健 康 係……

日本橋保健センター健康推進担当係長の分掌事務に同じ健康推進担当係長……

生
活
衛
生
課

日
本
橋
保
健
セ
ン
タ
ー

月
島
保
健
セ
ン
タ
ー

生活衛生課環境衛生第一係の分掌事務に同じ（地域が実施す
るねずみの駆除・防除への補助に関することを除く）

環境衛生第二係……

新型コロナウイルス感染症……ワ ク チ ン 担 当 係 長 新型コロナウイルスワクチン接種

感染症対策担当係長…… 感染症・結核予防
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管
理
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整
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環
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部

交
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　課

（
交
通
安
全
対
策
・
特
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当
）

副
参
事

環

　境

　課

水
と
み
ど
り
の
課

庶務、文書、予算経理、事務の進行管理、部所管財産の管理……庶 務 係

公共・公益事業・開発行為などに係る土木事業の計画・調整、土
木に関する都市計画、部の工事の計画・調整

……計 画 調 整 係

道路・公園・河川の占用許可、屋外広告物の許可……占 用 係

道路の認定・変更・廃止、道路などの境界確定、道路台帳の管理、
地籍調査

……道 路 台 帳 係

道路・公園・河川の不法占用の監察・指導、土木工事の検査……土 木 監 理 係

庶務、交通安全対策、放置自転車対策、コミュニティバスの運行、
コミュニティサイクルの実施、届け出駐車場の受理、駐車場・駐
輪場・船着場などの工事の実施計画および進行管理

……交 通 対 策 係

交通インフラに係る計画および調整……交 通 計 画 係

駐車場・駐輪場・船着場などの管理運営、駐車場・駐輪場・船着
場などの工事および維持

……交 通 施 設 係

庶務、環境施策に係る総合計画の策定・調整、環境影響評価、環
境マネジメントシステム、フードドライブ

……環 境 企 画 係

温暖化対策事業の推進、中央区の森……ゼロカーボン推進係

環境学習などの環境保全の普及・啓発、環境美化、環境情報セン
ターの管理運営、リサイクルハウスの管理運営、リサイクルの普
及・促進

……環 境 啓 発 係

環境騒音・環境汚染物質などの測定、水質汚濁・大気汚染などの
対策、鳥獣対策、工場・指定作業場の公害防止、特定施設および
特定建設作業などの騒音・振動防止、公害関係法律および条例に
基づく諸届けの受け付け

……生 活 環 境 係

庶務、公園・児童遊園・河川・街路樹・緑地帯・街路照明・公衆
便所など工事の実施計画、緑化事業の推進

……緑 化 推 進 係

公園・児童遊園・河川の維持・工事および清掃……公 園 河 川 係

街路樹・緑地帯などの維持・工事および清掃、街路照明・公衆便
所の維持・工事および清掃

……道路緑化施設係

開発行為など水辺事業に関する管理調整、水辺に係る協議会との
連絡調整

……水辺事業担当係長



42

令和５年版　中央区政年鑑

道

　路

　課

中
央
清
掃
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務
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都
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都
市
計
画
課

地
域
整
備
課

庶務、文書、事務の進行管理、都市計画審議会・建築審査会の運営、
国土利用計画法事務、都市整備に係る総合調整

庶　　 務 　　係……

都市計画（土木に関することを除く）、都市景観都 市 計 画 係……

まちづくり協議会の運営、再開発事業の推進・指導、まちづくり支
援用施設（仮店舗）の管理

まちづくり推進担当係長……

再開発事業などに係る事業認可、補助金申請市街地整備担当係長……

住

　宅

　課

住宅施策に係る企画・調査・連絡調整、高齢者向け住宅の供給促進、
住宅相談、住宅の修繕等資金融資あっせん

計 画 指 導 係……

区立・区営・借上住宅などの管理、都営住宅の募集住 宅 管 理 係……

担
当
課
長

ま
ち
づ
く
り
事
業

庶務、道路・橋りょう・電線共同溝などの工事の実施計画および
進行管理、詰所などの管理、建設工事統計

……工 務 係

庶務、文書、施設の維持管理、清掃協力会、有料ごみ処理券に関
する事務

……管 理 係

一般廃棄物処理計画・分別収集計画、ごみの減量および資源リサ
イクルの推進、拠点回収・集団回収

……清 掃 事 業 係

資源・ごみの収集運搬、作業実施計画、事業用建築物の排出指導……作 業 係

事業用大規模建築物の排出指導、一般廃棄物処理業の許可業者に
対する指導、浄化槽清掃業の許可業者に対する指導、空き地の適
正管理指導、ちゅうおうエコ・オフィス町内会

……排 出 指 導 係

作業用自動車の配車計画・管理および運行……晴 海 事 業 所

清掃事務所労務関係事務……調 整 担 当 係 長

道路工事の設計および施行、電線共同溝などの設計・施行・維持
および修繕工事

……まちなみ整備係

道路などの維持・修繕工事および清掃、掘削道路復旧工事の設計・
施行、道路占用工事の監督・立ち会い

……道 路 保 全 係

橋りょうなどの調査・設計・施行・維持および修繕工事……橋りょう施設係

道路工事調整および協議会の運営、開発に係る調整……道路指導担当係長
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都
市
活
性
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
室
長

建築指導行政に係る調査および調整、私道の指定・変更・廃止、建
築統計、住居表示、建設リサイクル法に基づく届け出、工事現場の
危害防止の技術的指導、建築物などに起因する相隣関係問題の調整

建 築 調 整 係……

建

　築

　課

営

　繕

　課

基
盤
事
業

調
整
課

建築物などの確認および検査、許可、認定（要除却認定を除く）、地
区計画の推進

指 導 審 査 係……

建築設備の確認および検査、建築物の省エネルギー法の届け出建 築 設 備 係……

建築物の耐震対策、要除却認定（耐震性不足に限る）耐 震 化 推 進 係……

違反建築物などの調査および是正指導、特定建築物などの定期調査
報告書の審査、要除却認定（耐震性不足を除く）、建築物の防災改修
に係る建築指導

建 築 監 察 係……

営繕事業の調査・計画、庁舎その他区有施設の営繕工事および保全営 繕 担 当 係 長……

都市活性プロジェクトにおける都心再生に資する総合調整および施
策の企画立案

都心再生推進係……

都市活性プロジェクトにおける基盤事業に係る総合調整および施策
の企画立案

基盤事業調整係……

会
計
管
理
者

庶務、文書、収入通知・支出命令の審査、支出負担行為の確認、指
定金融機関、資金計画および管理

審　　 査 　　係……

現金・証券および物品の出納・保管、小切手の振り出し、支払資金・
一時借入金、現金および財産の記録管理、決算の調製

出　　 納 　　係……

公会計制度の調整、決算の調製（財務諸表に関すること）公会計担当係長……

事
務
取
扱

会
計
管
理
者

会

　計

　室

（

）

事
務
取
扱

推
進
室
長

都
市
活
性
プ
ロ
ジェク
ト

都
心
再
生
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進
課

・
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築
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事
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）

（

）
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選挙管理委員会

選挙管理委員会は、選挙事務の公正中立な執行を確保し、
能率的な事務処理を図り、かつ、区民に対する日常的な啓
発活動を行うために、長から独立して、法令の定めるとこ
ろにより選挙事務を管理・執行する機関である。委員は、
「地方自治法」の規定により区議会において選挙された４
人で組織され、任期は４年である。また、委員の選挙と同
時に同数の選挙された補充員は、委員に欠員が生じた場合
にあらかじめ定められた順序に従い委員として補欠される。

選挙管理委員

職　名 氏　　　名 就　　　任
委員長 山　内　栄一郎 令和４年10月５日
委　員 渡　辺　秀　次 〃
〃 青　木　眞知子 〃
〃 長　﨑　良　雄 〃
補充員 角　山　良　敬 〃
〃 海　上　　　清 〃
〃 大　作　元　夫 〃
〃 塚　田　久　光 〃

選挙管理委員会事務局
選挙管理委員会の補助機関として、事務局が設置されて
いる。事務局には、委員長の任命する事務局長以下７人の
職員が配置され、選挙人名簿の調製、選挙啓発、各種選挙
の計画・管理ならびに執行に関すること、「地方自治法」に
基づく直接請求などの署名の審査、検察審査員・裁判員候
補者予定者の選定、その他委員会の庶務事務を処理している。
選挙人名簿
選挙人名簿は、選挙管理委員会が調製・保管している公
簿である。選挙人名簿の登録は、住民基本台帳の記録に基
づいて、選挙管理委員会が登録資格を調査して職権で行う。
選挙人名簿の登録には、定時登録、選挙時登録および補
正登録の３種類がある。
・定時登録
毎年３月、６月、９月および12月の１日現在において、
登録資格を有する者を登録する。
・選挙時登録
選挙を行う場合において、選挙の公（告）示直前に登録
する。
・補正登録
定時登録および選挙時登録をした後、登録資格を有する
者で、かつ、引き続きその資格を有する者が名簿に登録さ
れていないことを知った場合に登録する。
在外選挙人名簿
在外選挙人名簿の登録は、出国前に国外への転出届を提
出する際に区市町村の選挙管理委員会で行う申請（出国時

申請）、または出国後に居住している地域を管轄する日本
大使館・総領事館（出張駐在官事務所を含む）で行う申請
（在外公館申請）により行う。
なお、出国時申請は国内の最終住所地の区市町村の選挙
人名簿に登録されている者のみ行うことができる。
明るい選挙推進協議会
民間のボランティア団体で、区民の自主的な明るく正し
い選挙の推進に協力し、選挙の明朗化を図ることを目的と
して活動している。会長以下13人の委員で構成され、任期
は２年である。
主な事業は、明るく正しい選挙の推進に関する調査・研
究、資料の収集・配布および関係団体機関との連絡などで
ある。また、明るい選挙推進委員と話しあい指導員を置い
ている（明るい選挙推進協議会委員一覧は425頁参照）。

投票区別選挙人名簿登録人員
（令和５年６月１日現在）

投票区 投 票 所 名 計 男 女
中 央 区 総 計 140,300人 65,722人 74,578人
京 橋 地 域 合 計 35,203 16,240 18,963
１ 京 橋 区 民 館 224 118 106
２ 泰 明 小 学 校 299 142 157
３ 京 橋 プ ラ ザ 4,122 1,816 2,306
４ 銀 座 中 学 校 646 329 317
５ 京橋築地小学校 7,772 3,492 4,280
６ 明 石 小 学 校 6,182 2,724 3,458
７ 中 央 小 学 校 4,991 2,351 2,640
８ 京華スクエア 3,223 1,566 1,657
９ 明 正 小 学 校 7,744 3,702 4,042
日 本 橋 地 域 合 計 44,550 20,886 23,664
10 常 盤 小 学 校 640 306 334
11 十思スクエア 8,834 4,300 4,534
12 日本橋小学校 6,786 3,121 3,665
13 有 馬 小 学 校 15,184 6,912 8,272
14 久 松 小 学 校 11,068 5,194 5,874
15 阪 本 小 学 校 2,038 1,053 985
月 島 地 域 合 計 60,547 28,596 31,951
16 佃 島 小 学 校 12,048 5,527 6,521
17 月 島 幼 稚 園 7,293 3,402 3,891
18 月島特別出張所 6,684 3,151 3,533
19 月島第二小学校 10,291 4,903 5,388
20 豊 海 小 学 校 11,205 5,352 5,853
21 晴 海 区 民 館 13,026 6,261 6,765

◎�投票所名は令和５年４月執行の中央区議会議員選挙お
よび中央区長選挙の実績によるものである。

在外選挙人名簿登録人員
（令和５年６月１日現在）

項　　目 計 男 女
登 録 者 数 合 計 490人� 242人� 248人�
最 終 住 所 地 登 録 者 392 204 188
本 籍 地 登 録 者 98 38 60
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各選挙投票状況
衆議院議員選挙（小選挙区）

執　行
年月日

当　日　有　権　者　数 投　票　者　数 投　　票　　率
計 男 女 計 男 女 平均 男 女

平成21．８．30 97,397人 46,014 51,383 65,813人 31,275 34,538 67.57％ 67.97 67.22
24．12．16 106,308 49,854 56,454 67,615 32,102 35,513 63.60 64.39 62.91
26．12．14 113,207 53,178 60,029 62,721 30,271 32,450 55.40 56.92 54.06
29．10．22 126,548 59,534 67,014 71,233 34,070 37,163 56.29 57.23 55.46

令和３．10．31 138,551 65,078 73,473 80,988 38,337 42,651 58.45 58.91 58.05

参議院議員選挙（選挙区）

執　行
年月日

当　日　有　権　者　数 投　票　者　数 投　　票　　率
計 男 女 計 男 女 平均 男 女

平成22．７．11 99,764人 47,112 52,652 59,893人 28,386 31,507 60.03％ 60.25 59.84
　　25．７．21 108,067　 50,702 57,365 59,157　 28,322 30,835 54.74 55.86 53.75
　　28．７．10 119,662　 56,246 63,416 70,377　 33,417 36,960 58.81 59.41 58.28
令和元．７．21 133,164　 62,448 70,716 67,954　 32,612 35,342 51.03 52.22 49.98
令和４．７．10 138,866　 65,085 73,781 82,059　 38,396 43,663 59.09 58.99 59.18

都議会議員選挙

執　行
年月日

当　日　有　権　者　数 投　票　者　数 投　　票　　率
計 男 女 計 男 女 平均 男 女

平成17．７．３ 80,403人 37,579 42,824 33,374人 15,409 17,965 41.51％ 41.00 41.95
　　21．７．12 95,599　 45,096 50,503 51,238　 24,314 26,924 53.60　 53.92 53.31
　　25．６．23 105,248　 49,243 56,005 42,948　 20,157 22,791 40.81　 40.93 40.69
　　29．７．２ 122,516　 57,481 65,035 62,164　 29,442 32,722 50.74　 51.22 50.31
令和３．７．４ 135,196　 63,362 71,834 52,980　 25,133 27,847 39.19　 39.67 38.77

都知事選挙

執　行
年月日

当　日　有　権　者　数 投　票　者　数 投　　票　　率
計 男 女 計 男 女 平均 男 女

平成23．４．10 97,638人 45,766 51,872 60,154人 27,541 32,613 61.61％ 60.18 62.87
　　24．12．16 104,785　 49,065 55,720 67,235　 31,875 35,360 64.16　 64.96 63.46
　　26．２．９ 107,623　 50,414 57,209 55,405　 26,173 29,232 51.48　 51.92 51.10
　　28．７．31 118,540　 55,578 62,962 75,243　 34,460 40,783 63.47　 62.00 64.77
令和２．７．５ 134,205　 62,815 71,390 77,883　 35,559 42,324 58.03　 56.61 59.29

区議会議員選挙

執　行
年月日

当　日　有　権　者　数 投　票　者　数 投　　票　　率
計 男 女 計 男 女 平均 男 女

平成19.�4.22 85,971人 40,367 45,604 40,164人 18,168 21,996 46.72％ 45.01 48.23
23.�4.24 97,887 45,856 52,031 44,629 20,666 23,963 45.59 45.07 46.06
27.�4.26 110,176 51,522 58,654 50,288 23,183 27,105 45.64 45.00 46.21
31.�4.21 128,000 59,857 68,143 56,379 26,103 30,276 44.05 43.61 44.43

令和�5.�4.23 135,190 63,118 72,072 56,996 26,119 30,877 42.16 41.38 42.84
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区長選挙

執　行
年月日

当　日　有　権　者　数 投　票　者　数 投　　票　　率
計 男 女 計 男 女 平　均 男 女

平成19.�4.22 85,971人 40,367 45,604 40,152人 18,164 21,988 46.70％ 45.00 48.22
23.�4.24 97,887 45,856 52,031 44,629 20,664 23,965 45.59 45.06 46.06
27.�4.26 110,176 51,522 58,654 50,288 23,181 27,107 45.64 44.99 46.22
31.�4.21 128,000 59,857 68,143 56,365 26,100 30,265 44.04 43.60 44.41

令和�5.�4.23 135,190 63,118 72,072 無　　　投　　　票　　　選　　　挙

東京都における直接請求審査事務

請　求　名　称 請求代表者
氏　　　名

署名簿
受理年月日

中　　央　　区 東　　京　　都
簿冊数 署名総数 有効数 無効数 署名総数 有効数 無効数

集会、集団行進及び集団示威
運動に関する条例廃止請求
（公安条例廃止請求）

海野　晋吉
外７人

昭和
26．11．20

冊
※

人
※ ※ ※

人
119,249

92,210
（77.33％）

27,039
（22.67％）

日当たり等快適な住環境の確
保に関する条例制定請求

柏木　　暁
外２人 48．５．13 50 1,398 1,154

（82.55％）
244

（17.45％） 211,408 177,534
（83.98％）

33,874
（16.02％）

東京都環境影響評価に関する
条例制定請求

銀林　　浩
外７人 55．５．７ 396 2,892 2,536

（87.69％）
356

（12.31％） 366,353 322,333
（87.98％）

44,020
（12.02％）

東京都私立学校教育条例制定
請求

石川　ひで
外５人 56．12．10 888 14,118 9,703

（68.73％）
4,415

（31.27％） 1,718,866 1,279,187
（74.42％）

439,679
（25.58％）

東京都公立小中学校の40人学
級編制実施計画における格差
の是正を求める事務監査請求

伊藤　説翁
外７人 62．12．１ 529 8,428 6,349

（75.33％）
2,079

（24.67％） 1,444,903 1,196,076
（82.78％）

248,827
（17.22％）

東京都の公・私立小・中・高
等学校の40人学級編制の実施
と障害児諸学校の学級編制基
準の是正及び私立学校への特
別助成を求める条例制定請求

伊藤　説翁
外６人 63．12．10 708 9,423 6,786

（72.02％）
2,637

（27.98％） 1,782,389 1,371,944
（76.97％）

410,445
（23.03％）

東京都食品等の安全性の確保
に関する条例制定請求

神山美智子
外７人

平成
元．８．８ 138 1,272 972

（76.42％）
300

（23.58％） 554,848 486,482
（87.68％）

68,366
（12.32％）

東京電力管内の原子力発電所
の稼働に関する東京都民投票
条例制定請求

宮臺　眞司
外31人 24．４．３ 203 893 839

（93.95％）
54

（6.05％） 346,930 323,076
（93.12％）

23,854
（6.88％）

◎※は不明分
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行

政

監査委員

監査委員は、「地方自治法」の規定により設置される独
任制の執行機関で、区長が区議会の同意を得て、人格が高
潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行
政運営に関し優れた識見を有する者（識見委員）および区
議会議員のうちから選任することとなっている。識見委員
は２人でその任期は４年、議員のうちから選任される委員
は１人でその任期は議員の任期とされている。また、監査
委員に関する庶務を処理するため、識見委員のうちから代
表監査委員を選任することとなっている。
監査委員の職務は、区の財務に関する事務などの執行に
ついての監査、財政援助団体などに対する監査、会計室の
現金出納の検査、区各会計決算の審査などを実施し、その
結果を議会および区長ならびに関係機関に提出・公表する
ことである。

監査委員
（令和５年６月１日現在）

区　　分 氏　　名 就　　任

※識 見 委 員
　識 見 委 員
　議 選 委 員

守　本　利　雄
吉　田　　　寛
墨　谷　浩　一

令和元年12月１日
令和３年４月１日
令和５年６月１日

※は代表監査委員

監査事務局
監査委員の補助機関として監査事務局が設置され、監
査・出納検査・決算等審査などの実施に関すること、その
他監査委員に関する庶務事務を処理している。

令和４年度監査・検査・審査など実施状況

種　　　別 対　　　　　　　　象 期　　　間 実施日数

定 例 監 査

１　本庁舎などの行政機関
企画部（４課）、総務部（６課１室）、区民部（５課２所）、
福祉保健部（10課５所）、環境土木部（５課１所）、
都市整備部（７課）、会計室、教育委員会事務局（４課１室）、
選挙管理委員会事務局、監査事務局、区議会議会局

令和４年４月13日から
令和５年２月２日まで

監査委員
19日

事務局
34日

２　その他個別に監査を実施した施設など
女性センターブーケ21、児童館（１館）
中央清掃事務所晴海事業所、工事現場（３カ所）小学校（８校）
中学校（２校）、幼稚園（６園）

財 政 援 助
団体等監査

中央区職員互助会
中央区体育協会
中央区商店街連合会
中央区工業団体連合会
一般社団法人中央区観光協会
株式会社伊豆急コミュニティー（伊豆高原荘）
スターツファシリティーサービス株式会社（区民館（京橋地域））
日本メックス株式会社（区民館（日本橋地区））
ライクアカデミー株式会社（晴海こども園）
ライクアカデミー株式会社（晴海児童館）
社会福祉法人賛育会（特別養護老人ホーム等「マイホーム新川」）
社会福祉法人奉優会（特別養護老人ホーム等「マイホームはるみ」）

令和４年８月23日から
令和５年１月25日まで

監査委員
４日

事務局
10日

例月出納検査 会計管理者の権限に属する現金の出納 毎月１回 12日

決 算 審 査 令和３年度中央区各会計歳入歳出決算 令和４年７月29日から
８月31日まで 23日

基 金 運 用
状 況 審 査 令和３年度中央区公共料金支払基金運用状況 令和４年７月29日から

８月31日まで 23日

健全化判断
比率等審査 令和３年度中央区健全化判断比率など 令和４年８月16日から

31日まで 12日

協 議 会
１　中央区監査委員協議会
２　特別区監査委員協議会第一ブロック会
３　特別区監査委員協議会

随　　　時 31日
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附属機関

「地方自治法」第138条の４第３項の規定に基づき法律ま
たは条例により、審査、諮問または調査のため、次の審査
会・審議会その他の附属機関を置いている。
特別職報酬等審議会
いじめ問題再調査委員会
行政不服審査会
情報公開・個人情報保護審議会� （430頁参照）
情報公開・個人情報保護審査会� （430頁参照）
男女平等共同参画推進会議� （430頁参照）
防災会議� （431頁参照）
国民保護協議会� （431頁参照）
青少年問題協議会� （432頁参照）
スポーツ推進審議会� （433頁参照）
民生委員推薦会� （434頁参照）
公害健康被害認定審査会� （433頁参照）
公害健康被害補償診療報酬等審査会� （433頁参照）
大気汚染障害者認定審査会� （433頁参照）
子ども・子育て会議� （433頁参照）
障害者介護給付費等の支給に関する審査会� （434頁参照）
国民健康保険運営協議会� （434頁参照）
介護認定審査会� （434頁参照）
保健所運営協議会� （435頁参照）
感染症の診査に関する協議会� （436頁参照）
建築審査会� （436頁参照）

総合教育会議

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、
区長と教育委員会が教育施策の方向性を共有し、執行に当
たるため、教育行政の大綱の策定、教育の条件整備など重

都市計画審議会� （436頁参照）
いじめ問題対策委員会� （436頁参照）
文化財保護審議会� （436頁参照）
特別職報酬等審議会
本審議会は、中央区内の公共的団体などの代表者その他
区民のうちから区長が委嘱する委員10人以内をもって組織
し、区議会議員の報酬の額ならびに区長、副区長および教
育委員会教育長の給料の額、区議会における会派または議
員に対する政務活動費の額についての審議を行う。なお、
委員の任期は２年である（委員一覧は430頁参照）。
いじめ問題再調査委員会
本委員会は区長が委嘱する委員６人以内をもって組織し、

「いじめ防止対策推進法」に基づき、教育委員会が実施す
る重大事態などの調査結果について報告を受け、当該報告
の重大事態への対処および同種の事態の発生防止を図るた
めに必要があると認めるときは、再調査を行う。なお、委
員の任期は２年である（委員一覧は430頁参照）。
行政不服審査会
本審査会は、学識経験者のうちから区長が委嘱する委員
５人以内をもって組織し、「行政不服審査法」に基づき、
審理員意見書の内容の適正性および妥当性について審査を
行う。なお、委員の任期は２年である（委員一覧は430頁
参照）。

平和事業の推進

平和は、人類繁栄の礎である。区民生活に平和の理念を
生かし、世界の恒久平和に貢献するため、昭和63年、区議
会の議決を経て、区の誕生日である３月15日に、中央区が
平和都市であることを宣言した。
この宣言の趣旨に基づき、次の平和事業を実施している。
平和の都

ま

市
ち

の楽しい集い
平和の大切さを区民に訴えるため、中央区平和都市宣言
を行った日である３月15日に毎年コンサートを実施してい
る。

点的に講ずべき施策および児童・生徒などの生命・身体の
保護など緊急の場合に講ずべき措置について協議・調整を
行う。

第35回平和の都
ま

市
ち

の楽しい集い実施状況
１　概　要
　　平和祈念コンサート
「音楽でつながる未来へ」

　　出演者　秋川雅史、川井郁子、クミコ
２　開催日　令和５年３月15日（水）
３　会　場　銀座ブロッサム（中央会館）ホール
４　入場料　2,000円（平成11年度から有料化し、中央区

平和基金へ積み立て）
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区政の企画・調整

近年の著しい人口の増加や生活様式、価値観の多様化な
どに伴い、行政需要は質・量ともに変化し、複雑多岐にわ
たってきている。
区民ニーズを的確に把握し、時代の要請に迅速に応えら
れる区政を実現するために、各種施策の計画性を確保する
とともに、効率的かつ効果的な執行を目指して全庁的な総
合調整を行っている。

庁議・調整会議など
区政における重要な政策の審議・形成および部局間の調
整などを図るため、「中央区庁議等に関する規則」に基づ
き庁議および調整会議を、「中央区政策調整会議設置要綱」
に基づき政策調整会議を設置している。
庁　議
１　性　格
区行政運営の最高方針、重要施策および重要事業計画な
どの審議・策定を行うとともに、各部門相互の総合調整を
行うなど区長の補佐機能を有するものである。
２　構　成
区長、副区長、教育長、各部長、中央区保健所長、会計
管理者、教育委員会事務局次長、監査事務局長および区長
の指定する職にある担当部長、参事をもって構成する。
なお、政策企画課長、財政課長、広報課長、総務課長お
よび職員課長は、幹事として参画する。
３　付議事案
⃝区行政運営の基本方針
⃝重要施策および重要事業計画の策定
⃝予算編成方針および予算案
⃝組織、人事、財政など区政運営の基幹となる制度の改廃
⃝区行政運営上の重要な総合調整
⃝区民または区に重大な影響を及ぼす事項
⃝重要な事務事業の執行状況の報告

⃝その他
４　開催回数
月２回とし、さらに必要に応じ臨時に開催する。
調整会議
１　性　格
庁議から付託された事項などについて調査・検討を行う
他、連絡調整を要する事項について協議することを目的と
し、庁議の補佐機能を持つ。
２　構　成
企画部長、部（担当部を含む）および教育委員会事務局
の庶務主管課長、財政課長、広報課長、秘書室長、職員課
長および会計室長をもって構成する。
３　開催日
毎月第１木曜日（祝日・休日に当たるときはその翌日）
を定例日とし、さらに必要に応じ随時開催する。
政策調整会議
１　目　的
区行政運営における政策形成を行う上で、政策決定に向
けた各部局間の十分な協議および調整を図ることを目的と
する。
２　構　成
副区長、教育長、各部長、各担当部長、中央区保健所長、
会計管理者、教育委員会事務局次長、監査事務局長および
区議会議会局長をもって構成する。
なお、政策企画課長、財政課長、広報課長、総務課長お
よび職員課長は、幹事として参画する。
３　開催日
必要の都度随時開催する。

子育て支援対策本部
保育所待機児童および学童クラブ待機児童を解消する緊
急対策はもとより、さらなるサービスの充実や環境整備な

５　前売入場券販売数　875枚
６　当日来場者数　859人
中央区平和展
中央区の空襲被害、戦中・戦後の区民の生活や子どもの
様子など、当時を物語る写真や戦災資料を公開展示する平
和展を実施している。
中央区立小・中学校巡回平和展
次代を担う児童・生徒に戦争の悲惨さ、平和の大切さを
考えてもらうきっかけづくりとするため、区立小・中学校
を巡回する平和展を実施している。

中央区平和祈念バーチャルミュージアム
中央区平和都市宣言20周年を記念して、日ごろから平和
について考えるきっかけの場を提供するため、戦災に関す
る写真や資料を公開するホームページを平成20年３月から
開設している。
中央区平和基金
平和の維持発展に資する事業や、国際的な交流事業・都
市交流推進事業などの経費に充てるため、平成11年度から
中央区平和基金を設置している。
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どの総合的な子育て支援策を全庁挙げて積極的に展開し、
安心して子どもを産み、育てることができる中央区を実現
する。
・設置年月日　平成21年８月１日
構　成
区長を本部長、副区長および教育長を副本部長、各部長、
各担当部長、中央区保健所長、会計管理者、教育委員会事
務局次長、監査事務局長および関係課長を本部員とする。
幹事会
本部の下に、幹事会を設け、本部から付託された事項の
調査、検討などを行う。
所掌事項
１�　保育所待機児童を解消するための緊急対策に関するこ
と
２�　学童クラブ待機児童を解消するための緊急対策に関す
ること
３　子育て支援サービスの充実に関すること
４　その他、本部長が必要と認めること

都区制度（都区のあり方検討）
平成12年の都区制度改革により、特別区と都の役割分担
および財源配分の原則が「地方自治法」に規定され、特別
区は住民に身近な基礎自治体として自主性・自律性を発揮
しながら、より一層区民福祉の向上を目指す区政運営を展
開している。
しかし、「地方自治法」の原則にのっとった役割分担の
明確化と役割分担に基づく安定的な財源配分の確立という
根本課題は積み残しのままとなっている。課題の決着に向
けては、事務配分、特別区の区域のあり方、税財政制度な
ど今後の都区のあり方について根本的かつ発展的に検討す
るため、平成18年11月の都区協議会で都区のあり方検討委
員会が設置され、平成19年１月より検討が続けられている。
これまで、主に都区の事務配分について検討が行われ、
都の実施する444項目の事務のうち53項目を区へ移管する
など、検討の方向付けが終了している。

地方分権
平成12年４月１日に施行された「地方分権一括法」によ

り、機関委任事務制度の廃止や国・都道府県・区市町村の
関係についての新たなルールの設定など制度的な変更が
あった他、国または都道府県から区市町村への事務・権限
の移譲などが行われた。
その後、地方分権の大きな課題となっていた税財政制度
について、国は、国庫補助負担金、地方交付税制度および
税源移譲を柱とする「三位一体の改革」を実施した。しか
しながら、国庫補助金４兆円規模の削減と約３兆円の税源
移譲が実現したものの、補助金改革においては、国庫負担
率の引き下げが大半を占め、補助金の廃止により国の関与
をなくし地方の自主性を拡大するという改革本来の理念や
趣旨からみて不十分な結果となった。
平成19年４月に新たな「地方分権改革推進法」が施行さ
れ、同法に基づき設置された地方分権改革推進委員会にお
いて、国と地方との役割分担の見直しなどの検討が行われ、
平成21年12月には「地方分権改革推進計画」が策定された。
この計画に基づき平成23年４月に「地域の自主性及び自立
性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備
に関する法律」（第一次一括法）、「国と地方の協議の場に
関する法律」、「地方自治法の一部を改正する法律」が成立
するとともに、その後も、基礎自治体への権限移譲や、義
務付け・枠付けのさらなる見直しなどを行う「一括法」が
相次いで成立し、（第二次一括法：平成23年８月、第三次
一括法：平成25年６月、第四次一括法：平成26年５月）地
域の自主性および自立性を高めるための改革が進められた。
平成26年からは、個々の地方公共団体から全国的な制度
改正の提案を広く募る「提案募集方式」が導入され、加え
て、地域社会の多様性を重視し個々の地方公共団体の発意
による選択的権限移譲の提案が可能となり、地方分権改革
は新たな局面を迎えた。
「提案募集方式」による地方公共団体からの提案および
国の対応方針を踏まえ、平成27年の第五次から令和４年の
第十二次にわたる「地方分権一括法」が成立し、地方公共
団体への事務・権限の移譲や地方公共団体に対する義務付
け・枠付けの見直しが進められている。
区においては、地方公共団体の意向を反映した分権改革
のさらなる推進のため、特別区長会や全国市長会などを通
じ引き続き国に強く働き掛けていく。

計　　画

活力ある地域社会の発展を目指していくため、長期的、
総合的な展望のもとに、区政推進の指針として、基本構想
および基本計画を策定し、計画的な行政運営を図っている。
さらに、予算の大事業と連動させた行政評価制度を基本計
画の進行管理に活用している。

基本構想・基本計画の策定
区では、長期に及ぶ定住人口の減少が続いていた平成10
年に策定した前基本構想のもと、「都心再生」を旗印に、
住環境の整備をはじめとした総合的な取り組みを展開して
きた。その努力が花開き、平成10年に７万人台だった定住
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人口は平成29年１月に55年ぶりに15万人を突破し、一時は
500人台だった年間出生数も平成28年には2,000人を上回る
など、区はまさに活力を取り戻した。
一方、急激な定住人口の増加に伴う子育て、教育、高齢
者福祉などの行政需要の拡大や東京2020大会後を見据えた
まちづくりなど、区は新たな課題に直面することとなった。
こうした状況を踏まえた上で、来るべき時代に都心中央
区がさらなる飛躍を遂げるべく、「中央区基本構想審議会」
（平成28年２月設置）の答申および区議会の議決（平成29
年６月）を経て、平成29年６月に「中央区基本構想」を策
定した。その後、この基本構想に基づき、平成30年２月に
「中央区基本計画2018」を策定し、各種施策を計画的に実
施してきた。「中央区基本計画2018」の策定以降も、新型
コロナウイルス感染症の流行をはじめ、デジタル化の進展
や気候変動に関する世界的な動きなど、人々の暮らしを巡
る環境は劇的に変化しており、さらに、区内でも築地や晴
海のまちづくり、首都高日本橋区間の地下化、東京高速道
路（ＫＫ線）の再生など、将来の本区を形づくる都市基盤
整備がより具体的な段階へ進んでいる。
このような本区を取り巻く社会状況の変化などを踏まえ、
目指すべき将来像の実現に向けた取り組みを総合的かつ計
画的に展開するため、令和５年２月、「中央区基本計画2023」
を策定した。

１　中央区基本構想
「中央区基本構想」は、中央区の20年後を展望し、区民
生活やまちの姿などの将来像を明らかにするとともに、そ
の実現に至る道筋を示している。また、中央区に住み・働
き・訪れるすべての人々や団体が連携し、総力を挙げて取
り組んでいく、区と区民とのまちづくりの憲章でもあり、
今後の中央区における総合的かつ計画的な行政運営の指針
となるものである。
この基本構想を貫く理念として、区民生活に豊かさと繁
栄をもたらす礎である「平和」を基本に、区民一人一人の
生活と権利を尊重し、幸福な区民生活を確立することを掲
げている。
〇将来像
「輝く未来へ橋をかける�――�人が集まる粋なまち」
〇将来像の実現に向けた基本的な方向性
・「中央区スタイル」を確立し、世界に輝く東京を創造
・�歴史と伝統を継承し、多彩な魅力があふれる美しいま

ちを形成
・誰もがあこがれ、住みたい・働きたい都心の実現
・未来を切り拓く力を育む「創造の場」の構築
・�多様な絆が融合した「プロアクティブ・コミュニティ」
の確立

２　中央区基本計画
「中央区基本計画2023」は、「中央区基本構想」で掲げた
20年後の区の将来像の実現に向け、今後10年間を見据えた
長期総合計画であり、「まち・ひと・しごと創生法（平成
26年法律第136号）」に基づく地方版総合戦略として位置付
けるとともに、以下の性格を持つ。
①�重点的・効率的な区政運営の指針であるとともに、各
個別分野の計画の基本となるもの

②�区と区民等とのパートナーシップに基づくまちづくり
や、国や東京都をはじめ関連団体が本区に関わる事業
を進める際の区の基本的な方向性を示すもの

〇中央区セントラルパーク構想
「中央区基本計画2023」では、「中央区セントラルパーク
構想」の下、東京の中心（セントラル）に位置し、歴史的
にも日本の経済・文化の要となってきた本区が、さらに魅
力を高め続けられるよう、まちもつながる、ひともつなが
る施策を展開していく。
「中央区セントラルパーク構想」は、本区を取り巻く社
会状況などの変化を踏まえて設定された以下の４つの
「リーディングプロジェクト」で構成されており、基本構
想で掲げる将来像の実現に向けて政策横断的に取り組んで
いく。
①ゼロカーボンシティプロジェクト
②水とみどりプロジェクト
③コミュニティ活性化プロジェクト
④経済活性化・文化振興プロジェクト
各プロジェクトには達成度の目安となる指標（KPI）を
設定し、行政評価を通じた進行管理を行っていく。
行政評価
多様化・複雑化する行政ニーズに的確に対応し、効率的
で質の高い行政サービスの提供、成果重視型の行政運営と
区民に対する説明責任の履行を目指して、公会計制度を活
用した行政評価を実施している。
評価結果については、区役所などで一般の閲覧に供する
他、ホームページで公表している。

築地まちづくり対策

築地市場は平成30年10月６日に営業を終了した後、10日
に閉場し、83年の歴史に幕を閉じた。そして、同月翌11日

には豊洲市場が開場、同年11月４日には臨海部と都心部を
結ぶ豊洲～築地間の環状第２号線が暫定開通した。
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平成25年９月８日（日本時間）、東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会の開催が決定したことを受け、同
日、本区では、区長を本部長とする2020年東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会対策本部を設置し、大会を契
機とした地域の活性化、おもてなし、まちづくりなどを進
めてきた。
選手村を擁する自治体として、世界の恒久平和を施策の
根幹に据え、「健康的でいきいきとした社会」「グローバル
人材の育成と思いやり・ふれあいのあるまち」「都市観光
の推進によるさらなるにぎわいの創出」「安全・安心を実
感できるまち」「誰もが住みやすく、訪れやすい都市環境」
の５つの取り組みを総合的に展開していくため、中央区オ
リンピック・パラリンピック区民協議会を立ち上げ、地域
と密接な連携のもとに魅力と活気あふれるまちづくりに取
り組んだ。
大会は、新型コロナウイルス感染症の影響により、１年
延期されるとともに、緊急事態宣言下での開催となり、本
区の取り組みも変更・中止を余儀なくされたが、公式練習
会場の提供やブラジルオリンピック委員会・オーストラリ
アパラリンピック委員会の受け入れ、聖火リレーのセレモ
ニー、非接触での子どもたちと選手との交流など、できる
限り区民参加による取り組みを実施し、大会を支援した。
また、晴海の選手村などでは、平和と日本文化の象徴であ
る折り鶴を活用した取り組み「折り鶴ウェーブ」を展開し、
平和のメッセージとおもてなしの心を世界中の選手・大会
関係者に発信した。
晴海地区では、選手村が、分譲・賃貸による大規模な住

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会関係

宅となり、約12,000人の人口増が見込まれることから、区
では、公共・公益施設や交通基盤の整備など、令和６年の
新たなまちびらきに向け、準備を進めている。
大会がもたらした感動や次代を担う子どもたちとアス
リートとの交流、オリンピック・パラリンピック教育から
学んだ多様性を尊重する気持ちなど、大会を通じた経験を
かけがえのない心のレガシーとして継承していくことに加
え、これまで区民、関係団体・関係機関、区が地域一体と
なって取り組んできた障害者スポーツの普及、都市観光の
推進、ボランティアマインドの醸成、バリアフリーのまち
づくりなど、ハード・ソフト両面の多様な取り組みを大会
レガシーとして発展させ、本区の将来の魅力あるまちづく
りにつなげていく。
東京2020大会１周年記念展
東京2020大会１周年を機に、オール中央区で取り組んだ
おもてなしや大会時の記憶、盛り上がりを呼び起こし、区
民に醸成された一体感やボランティア意識を次代に継承し
ていくため、取り組みの成果として得られたさまざまなレ
ガシーを披露する展示イベントを開催した。
会場および開催日
・日本橋区民センター
　令和４年７月23日（土）～８月５日（金）
・月島区民センター
　令和４年８月７日（日）～８月19日（金）
・中央区役所本庁舎
　令和４年８月21日（日）～９月５日（月）
来場者数　延べ17,615人

市場移転後の築地のまちづくりについては、都が設置し
た「築地再開発検討会議」（同会議には区もオブザーバー
として参加）において、平成30年５月にまちづくりに係る
大きな視点が取りまとめられた。平成31年３月には、都に
おいて、「築地まちづくり方針」が策定され、築地再開発
の将来像や整備の進め方などが示された。本区は、同方針
の策定に当たり「築地まちづくり検討委員会」に委員とし
て参加するとともに、方針の素案公表後には、迅速なまち
づくりの推進や築地場外市場に対する配慮などについて都
知事宛て要望書を提出した。
令和２年９月、都は、東京2020大会の延期による状況の
変化を踏まえ、先行整備と本格整備の事業者を一体的に募
集する方向で、事業の実施方針を令和３年度中に公表でき
るよう検討していくことを発表した。
これを受け本区は、地元関係者と調整を図り、東京をけ
ん引する交通結節機能の整備や周辺地域との調和のとれた

まちづくりなど、実施方針の検討に当たって考慮すべき内
容を整理し、令和３年５月および10月に都知事宛て要望書
を提出した。
令和４年３月、都は、広域交通結節点や歩行者ネット
ワークの形成、にぎわいの先行的な創出などを含む、地元
関係者にも配慮された「築地地区まちづくり事業　事業実
施方針」を公表した。その後、この実施方針を踏まえて、
同年11月に、都は「築地地区まちづくり事業　事業者募集
要項」を公表しており、令和６年３月には事業予定者が決
定する見込みである。
今後とも食文化の拠点としてのにぎわいを確実に引き継
いでいくという基本認識のもと、区としては、築地地区全
体が我が国を代表する食文化と観光の拠点として一層発展
し続けられるよう、関係者とともに総力を挙げて取り組ん
でいく。
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東京2020大会の主なレガシー
・大会報告書
・記録映像
・�レガシー銘板（浜町公園、総合スポーツセンター、東
日本橋交通導流島街角広場）
　�　東京2020大会に関連した区施設に大会エンブレムな
どを活用した銘板（プレート）を設置

・�3x3�バスケットボール公式練習会場メッセージ入りフ
ラッグ（総合スポーツセンター）

・大会で使用された表彰台など（有馬小学校）
・バスケットボールコートのデザイン塗装（浜町公園）
・�ビレッジプラザの木材再利用（晴海西小学校、晴海西
中学校、晴海特別出張所（仮称）等複合施設）

・�折り鶴オブジェ（晴海地域交流センター「はるみら
い」）

広報・広聴

区政を民主的、効率的に推進し、区民の理解の促進を図
るため、各種広報手段を通じて区政の現状・将来の展望を
周知する。また、各種広聴手段により、区民の意見・要望
などを把握し、区政に反映させている。

広　報
「区のおしらせ　ちゅうおう」の発行
区民への定期的刊行物として昭和28年４月の創刊以来、
区民と区政を結ぶパイプ役として「親しみやすく、読みやす
い、区民に信頼される広報紙」を目指し、編集に当たって
いる。大きさはタブロイド判で、写真の有効活用や、文字
を大きくするなど、分かりやすい広報紙づくりに努めている。
なお、平成22年度から情報発信を迅速にするため、発行
回数を月２回から月３回とした。
また、令和元年６月１日号からタイトルを「区のおしら
せ　中央」から「区のおしらせ　ちゅうおう」に変更した。
１　発行日および発行回数
毎月１日、11日、21日の年36回
２　発行部数
新聞折り込みの場合� 48,771部

（令和５年８月11日号）
町会・自治会配布の場合� 77,911部

（令和５年８月１日号）
３　配布方法
新聞折り込み　11日号、21日号、１月１日号
町会・自治会配布　１日号（１月１日号を除く）
この他、区役所、特別出張所、区民館などの区施設、コ
ミュニティバス、区内公衆浴場、一部金融機関、百貨店、
ファミリーマート（一部店舗を除く）、都営地下鉄の駅（10
駅）、東京メトロの駅（13駅）、JRの駅（２駅）、文化堂で
配布している。
また、新聞を定期購読していないなど広報紙が届かない
方で、区の施設などで入手することが困難な高齢の方また
は障害のある方のうち、希望者に郵送している。

声の広報・点字広報の発行
視覚障害者に対する広報媒体の充実を図るため、昭和58
年度から広報紙の内容を一部抜粋し、録音した「声の広報」
および点字版にした「点字広報」を発行している。
対　象　�区内在住・在勤で視覚障害のある希望者（身体

障害者手帳１～６級所持者）
ビデオ広報「わたしの中央」
視覚を通じて行う有効な広報手段である映像を積極的に
活用して区政を PRし、理解と協力を得る目的で昭和60年
度から平成20年度まで制作した。制作したビデオは区の
ホームページで公開している。
ラジオ広報
地域密着型ＦＭ放送局である中央エフエム（FM84.0MHz）
を媒体として、区の広報番組を制作・放送している。また、
中央エフエムは災害時の緊急放送としても活用している。
１　通常番組「中央区からのお知らせ」（10分番組）
平成10年７月から毎週月～金曜日の午前10時30分～10時
40分、午後３時～３時10分、午後９時30分～９時40分の３
回、毎日内容を更新して区の情報を提供している。
２　企画番組「ウィークリー声の架け橋」（20分番組）
区のイベントや老舗、アンテナショップへの取材、区内
で活動するサークルメンバーへのインタビューなどを通じ
て、区民や来街者の声を伝える番組を平成24年４月から放
送している。放送日は毎週月～金曜日の午前10時40分～11
時、午後３時10分～３時30分、午後９時40分～10時、土・
日曜日は午前10時～10時20分、午後３時～３時20分、午後
９時40分～10時の３回、毎週水曜日に内容を更新している。
テレビ広報「こんにちは　中央区です」
広報活動を視覚的に展開し、即時性のある情報を提供す
るとともに、良好な地域コミュニティの形成に寄与するこ
とを目的に、平成20年７月から広報番組を制作・放映して
いる。また、平成21年４月からは、企画番組の制作・放映
も開始した。
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１　番組内容
⑴　定例番組（15分番組）
区のイベントや区内の行事の様子、防災に関する情報、
広報紙に掲載される区政情報、文化・歴史・スポーツ・
福祉などの分野における区民の活動などを紹介する番
組
放送曜日　日～金曜日（毎週日曜日内容更新）
⑵　企画番組（15分番組）

区内の文化財や歴史、区政の振り返りなど、一つの
テーマを詳しく紹介する特集番組
放送曜日　毎週土曜日（毎月第１土曜日内容更新）

２　放送チャンネルおよび放送時間
⑴　東京ベイネットワーク㈱のケーブルテレビ

111チャンネル
午前10時～10時15分、正午～午後０時15分、午後８

時～８時15分
⑵　東京ケーブルネットワーク㈱のケーブルテレビ

111チャンネル
午前９時30分～９時45分、正午～午後０時15分、午

後７時30分～７時45分
中央区ホームページの運用
インターネットを活用し、区の概要、行事、各種手続き
や毎号の広報紙などの行政情報を「中央区ホームページ」
で発信している。令和５年２月には、スマートフォンなど
での操作性の向上や、区民などの情報収集に係る利便性の
向上を図ることを目的として、「誰もが見やすく、使いや
すく、わかりやすく、必要とする情報にたどりつきやすい
ホームページ」となるようリニューアルを行った。
ホームページアドレス　https://www.city.chuo.lg.jp/
SNSによる情報発信
Twitter（ツイッター）、Facebook（フェイスブック）
および LINE（ライン）を活用し、中央区ホームページに
掲載した情報の他、災害情報や気象情報など、区民にとっ
て有益性・緊急性の高い情報を随時発信している。なお、
LINE においては、セグメント配信機能および「ごみ・資
源分別」の問い合わせに自動で応答するAI チャットボッ
ト機能を搭載している。
また、テレビ広報やラジオ広報をはじめ、区が作成した
動画の発信手段の一つとしてYouTube（ユーチューブ）
を運用している。
さらに、本区に内在する観光スポットや名所・景色など
の魅力を広く発信し、本区のさらなる認知度アップ、イ
メージアップを図るため、Instagram（インスタグラム）
を運用している。
１　Twitter
・運用開始日　平成24年11月１日
・アカウント ID　chuo_city

２　YouTube
・運用開始日　平成25年10月２日
・アカウント ID　tokyochuo_city
３　Facebook
・運用開始日　平成26年９月１日
・アカウント ID　tokyochuo.city
４　Instagram
・運用開始日　平成30年４月１日
・アカウント ID　tokyochuo.city
５　LINE
・運用開始日　令和３年２月１日
・アカウント ID　tokyochuo.city
「中央区政年鑑」の発行
区の現況や事務事業、関係官公署の資料を収録し、施策
遂行の資料とするとともに、広く区政関係者に頒布して、
区政に対する理解・協力の下に円滑な区政推進を図ること
を目的として、昭和34年以降発行している（昭和28～32年
までは「区政概要」を隔年発行）。
令和５年版を次のとおり発行する。
１　発 行 月　令和５年９月
２　発行部数　1,300部
「わたしの便利帳」の発行
区民の日常生活に関係の深い区や都の窓口、手続き、各
種制度などの分かりやすい手引きとして発行している。な
お、掲載内容を見直し、主に転入者向けの手引きとして令
和６年１月に発行する予定である。
「区内散歩」冊子の発行
歴史ある中央区の姿を紹介するため、昭和60年度から平
成22年度まで広報紙に掲載していた区内散歩に加筆し、３
年度分ごとに冊子にまとめた「区内散歩」を第９集まで発
行し、有償領布している。
中央区全図の配布
区民の利便に資するため配布している（内容は令和２年
１月時点）。
掲示板などを活用した広報活動
区の行う施策や行事などについて、広報紙を補完し、広
く在住・在勤者に周知するため、ポスターを作成し、掲示
板、公共施設、区内公衆浴場に掲示している。
掲示板設置数（令和５年８月１日現在）
屋外掲示板　　364基
京橋地域　　162基（うち４基仮撤去中）
日本橋地域　140基（うち２基仮撤去中）
月島地域　　�62基（うち１基仮撤去中）

　公衆浴場内　16基（８浴場×２）
中央区ポケット案内の発行
区の沿革および最新の統計データをまとめた「中央区ポ
ケット案内」を年１回発行している。

�
︱
�
︱
�
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発行月　令和５年７月
報道機関などに対する情報提供
日刊紙、テレビおよびラジオなどの報道機関に対して、
区の行事や事業、まちの話題などの情報や資料を積極的に
提供している。
シティプロモーションの展開
国内外からの来街者の獲得や区民・在勤者の地域への誇
りや愛着心をさらに高めることを目的に、ターゲットに応
じた戦略的・効果的な情報発信の仕組みづくりを行ってい
く。

広　聴
区政世論調査
区民の生活環境に対する意識、本区施策への評価および
区政への意見・要望を把握し、今後の行政施策の参考資料
とするため、昭和40年度から実施している。
平成28年度から、選挙権の年齢引き下げに鑑み、区政に
関心を持つ若い世代の増加と、その考え方をより区政に反
映させることを目的として、調査対象を20歳以上から18歳
以上に引き下げた。令和５年度は区内に居住する満18歳以
上の個人を対象に2,000人を無作為抽出し、郵送配布、郵
送回収またはインターネット回答による第53回区政世論調
査を実施した。
区政への提案
区民などから、創意工夫に基づく建設的な区政への提案
を広く募集し、その内容を区政に生かすことにより、区民
などの区政への参画と区民福祉の向上に資する制度を平成
30年５月から実施している。
　令和４年度　提出件数　23件
　（内訳）
　・受理　１件
　・不受理（匿名など）　10件
　・区長への手紙として対応　12件
区長への手紙など
区民などから区政に対する意見や要望などを広く求め、
速やかに対処するとともに、今後の区政運営の参考にして
いる。
１　区長への手紙
区の各施設窓口に、料金受取人払いによる「広聴はがき」
を常備し、区民が手軽に利用できるようにしている。
また、区長への手紙�E メール君（区ホームページから
の意見投稿）、郵送、FAXなどでも意見や要望を受け付け
ている。

令和４年度受け付け件数　550件
２　要望・陳情

令和４年度受け付け件数　25件

施設広聴会
区内在住・在勤者で構成された団体（５～20人）を対象

に、団体が希望する区内の公共施設の見学を実施し区政に
対する理解を深めてもらうとともに、見学後にアンケート
調査を実施し、その結果を今後の施設運営の参考としてい
る。
各種相談
区民の日常生活において発生するさまざまな問題に対処
するため、まごころステーションを設置し、各種の相談活
動を行っている。
また、行政上の不満解決や情報の提供のみにとどまらず、
その背景にある行政上の問題点を把握し、行政施策や行政
運営の参考にするように努めている。
１　まごころステーション（区民相談）
本庁舎１階のまごころステーションでは、相談員が毎日
区民の相談・問い合わせなどに応じている。

まごころステーション取り扱い件数（令和４年度）

相談項目
件　数

相談項目
件　数

問い合わせ 相談 問い合わせ 相談

合 計 61,231 まちづくり 141 0�

計 59,560� 1,671� 建 築 1,367� 1�

戸 籍 8,033� 8� 文化・生涯・スポーツ 602� 2�

住 民 記 録 16,330� 1� 清 掃 207� 6�

印 鑑 1,945� 0� 公害・環境 441� 2�

消 費 生 活 161� 0� 保健・衛生 1,784� 3�

区 民 施 設 252� 0� 教 育 594� 1�

商工観光・融資 1,100� 0� 家 庭 15� 103�

防 災 704� 0� 金 銭 貸 借 8� 78�

税 務 4,369� 1� 相続・遺言 40� 300�

子育て支援 1,343� 0� 土地・建物 29� 92�

障害者・生活支援 1,199� 1� 借地・借家 6� 56�

高齢福祉・介護 1,237� 1� 登 記 1� 17�

国保・年金 4,480� 4� 法務・訴訟 4� 25�

福 祉 一 般 275� 1� 労 働 2� 37�

道路・公園 1,188� 4� 損 害 賠 償 13� 29�

土 木 217� 0� 国 関 係 363� 0�

交 通 安 全 217� 0� 東京都関係 244� 0�

住 宅 335� 0� 警察・消防 65� 3�

都市計画・相隣 222� 1� そ の 他 10,027� 894�
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２　法律相談
社会環境の複雑多様化に伴い、日常生活において生じる
問題も高度な専門的知識を必要とするものが増加してきて
いる。このような状況に対応するため、弁護士会へ委託し
て無料法律相談を行っている。
相談場所および相談日時（年末年始は除く）
・区民相談室
　毎週金曜日
　午後１時～４時
・日本橋特別出張所
　毎月第２・４水曜日※
　午後１時～４時
・月島特別出張所
　毎月第１・３月曜日※
　午後１時～４時
※相談日が祝日・休日に当たるときは別の日に振り替える。

法律相談項目別取り扱い件数 （令和４年度）

相　　　談　　　項　　　目 件　数
合　　　計 764件

不　　動　　産　　関　　係 159　
金　銭　・　商　事　関　係 111　
相　続　・　戸　籍　関　係 215　
婚　姻　・　離　婚　関　係 75　
そ　　　　　の　　　　　他 204　

３　人権擁護相談
不当な差別やいじめなど人権の侵害を受けた人たちのた
めに、法務大臣から委嘱された人権擁護委員が相談に応じ
ている（委員は425頁参照）。
⑴　相 談 日　毎月第３木曜日
　　　　　　　午後１時～４時
⑵　相談場所　区民相談室
４　国の行政相談
行政に対する苦情や相談に応じるため、総務大臣から委
嘱された行政相談委員が解決・処理に当たっている（委員
は425頁参照）。
⑴　相 談 日　毎月第３木曜日
　　　　　　　午後１時～４時
⑵　相談場所　区民相談室

デジタル化の推進

区民へのサービス向上や行政の効率化を図るため、住民
情報、財務会計、公共施設予約などのシステムを稼働させ
るとともに、区政運営へのＩＣＴの導入やネットワークの
活用を進めている。推進に当たっては、「中央区電子計算
組織管理運営規定（令和５年４月改定）」および「中央区
情報セキュリティポリシー（令和４年３月改定）」に基づき、
システムの適正な管理運営を行うとともに、データの保護
に万全を期している。また、情報セキュリティインシデン
トに迅速かつ適切に対応することを目的に、中央区ＣＳＩ
Ｒ Ｔ（ シ ー サ ー ト：Computer�Security�Incident�Re-
sponse�Team�の略称）を平成30年４月１日に設置してい
る。
さらに、「中央区情報化基本方針（令和３年２月改定）」
に基づき、「区民にとってより便利でやさしい区役所」の
実現を目指し、窓口・オンラインにおけるキャッシュレス
決済の導入や、オンライン上で行政手続きが可能となる電
子申請の拡充などに取り組んでいく。
〈情報化基本方針における目標〉
１　いつでもどこでもだれでも区政
２　開かれた区政

３　効率的な区政
４　実効性のある安全対策と個人情報の保護
中央区デジタル化推進委員会

（令和３年５月　名称および設置目的変更）
１　設置目的
区におけるデジタル化の推進などについて総合的な検討
を行う。
・設置年月　昭和59年５月
２　構　成
企画部を担任する副区長を委員長とし、環境土木部など
を担任する副区長、教育長、各部長、各担当部長、中央区
保健所長、会計管理者、教育委員会事務局次長および監査
事務局長を委員とする。
なお、政策企画課長、財政課長、広報課長、情報システ
ム課長、企画部副参事（デジタル推進・特命担当）、総務
課長および職員課長は幹事として参画する。
３　部　会
委員会のもとに部会を置き、委員会から付託された事項
について、専門的に調査研究を行う。
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マイナンバー制度は、平成25年５月に制定された「行政
手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律」に基づき、日本国内の全住民に一人一人異な
る12桁の番号（マイナンバー）を指定し、国や区それぞれ
が管理する情報を連携させ、区民の利便性向上と行政の効
率化を図るものである。
令和４年度、国が特に国民の利便性に資すると示した行

政手続きについて、マイナポータルからマイナンバーカー
ドを用いたオンライン手続き（ぴったりサービス）が開始
されたことに伴い、本区においても、引越ワンストップ
サービス（令和５年２月から）および子育て、介護などの
事務におけるぴったりサービス（令和５年３月から）によ
るオンライン申請の受け付けを開始した。

そこで区では、平成29年度に庁内検討組織を設置し、現
本庁舎が抱える課題を整理するとともに、建て替えの必要
性および本庁舎整備によって目指すべき区役所の姿を取り
まとめた。

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）

１　予約対象施設
体育施設（運動場など）、社会教育会館、区民館・日本
橋公会堂集会施設の各集会施設、産業会館、ハイテクセン
ター、男女平等センター、環境情報センター、京橋図書館
また保養施設に関しては平成25年８月から独立して「保
養施設予約システム」として運用を開始している。
２　利用者端末
自宅にインターネット環境がなくても利用できるよう、
区役所本庁舎１階に利用者端末を設置している。
電子申請サービス
自宅・職場のパソコンやスマートフォンなどからイン
ターネットを利用して各種手続きが行えるよう、電子申請
による受け付けを行っている。
・対象手続き
講習会・健康診断の申し込み、福祉関係の手続きなど
キャッシュレス決済の導入
決済手続きにおける利便性の向上、現金管理等業務の省
力化を図るため、窓口などにおけるキャッシュレス決済の
導入および運用を支援している。各種手数料の支払いにお
いて、電子マネー、２次元コード決済、クレジットカード
における決済を利用できる環境を整備しており、順次導入
部署の拡大を進めている。

本庁舎整備

区役所本庁舎は昭和44年の 竣
しゅん

工
こう

後50年以上が経過し、
建物の老朽化が進行している。また、行政事務の拡大など
による施設の狭あい化に伴い、待合スペースや相談スペー
スの不足などの課題が生じている。

４　会　議
委員会および部会は、必要に応じて都度開催する。
住民情報システム
住民サービスの向上などを図るため、住民情報を統合的
に処理するシステムを稼働している。
・システムの概要
住民記録、印鑑登録、選挙、住民税・軽自動車税、国民
健康保険、介護保険、国民年金、後期高齢者医療、高齢者
福祉、障害者福祉、児童手当、こども医療費助成、ひとり
親家庭等医療費助成事業など
財務会計システム
財務会計事務について、事務の一層の効率性、迅速性お
よび正確性を確保するため、総合的な電算化を図っている。
・システムの概要
予算編成、予算管理、歳入・歳出管理、契約管理、備品
管理、決算管理、公有財産管理、資産管理、公会計業務な
ど
公共施設予約システム
区の施設の利用を希望する方が、いつでも、自宅・職場
のパソコンやスマートフォンなどからインターネットを利
用して施設の空き状況の照会や利用申し込みができるよう、
公共施設予約システムを運用している。
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行政経営方針

本区における行政改革の総合的な指針として、平成11年
２月に「中央区行政改革大綱」を、また、その後もさらな
る改革に向け、平成17年２月には「第二次中央区行政改革
大綱」を策定し、区民や地域とともに公共的な課題の解決
に取り組んできた他、区民サービスのさらなる向上や持続
可能な財政運営に努めてきた。
一方、社会情勢はこの間も大きく変化し、デジタル技術
の進展を背景としたデジタル社会の実現や二酸化炭素排出
量実質ゼロを目指す地球温暖化対策への取り組みなどの他、
本区においては、令和６年春には晴海地区に新たなまちが
形成されるなど、「中央区基本計画2023」の下で、人口20

万都市を見据えた行政運営に取り組んでいく必要がある。
こうした状況の変化を踏まえ、現下の課題に的確に対応
することができる組織づくりを進めるとともに、「第二次
中央区行政改革大綱」に掲げている考え方を発展させた新
たな指針として令和５年３月に「中央区行政経営方針」を
策定した。
この方針に基づき、将来にわたり、健全で強固な財政基
盤を堅持し、区民サービスの向上と行政コストの適正化の
両立を図り、より柔軟で効率的・効果的な行政運営を積極
的かつ果敢に推進していく。

防災・危機管理

危機管理
近年、地震などの自然災害に加え、大規模事故や事件、
犯罪など多様な危機事案などに対し行政が適切に対応する
ことが求められている。このため区では、庁内はもとより
警察・消防など関係機関との情報連絡の強化に取り組むと
ともに、災害などの発生時における初期対応や総合調整な
ど初動体制の充実に努めている。
⑴�　災害対策本部運営訓練
⑵　臨時非常配備態勢および職員の訓練
⑶　メールによる職員参集システムの運用

生活安全
１　安全で安心なまちづくりの推進
犯罪抑止には「犯罪の機会を与えない」ことや「犯罪者
が寄りつかないまちづくり」が必要である。そのためには、
まず自分の身は自分で守る対策と地域の安全は地域ぐるみ
で守る相互の協力が基本となる。
こうした考えに基づき区では、平成16年10月に「中央区安
全で安心なまちづくりを推進する条例」を制定し、区民の自
主的な防犯対策が一層進むよう生活安全事業を実施している。
また、平成25年４月に条例を一部改正し、地域団体が行
う生活安全活動への協力や客引きなどの勧誘行為の禁止を
事業者の責務として明確化するとともに、区内４警察署と
「中央区地域安全の推進に関する覚書」を締結した。
⑴　安全・安心ハンドブックの作成・配布
⑵　安全・安心おまかせ出前相談
⑶　共同住宅等生活安全（防犯）アドバイザーの派遣
⑷　住まいの防犯対策助成

⑸　防犯設備整備費助成
⑹　自主的なパトロールなどの活動支援
⑺　客引き等対策支援事業補助金
⑻　安全・安心メールの配信
⑼　防犯協会（防犯灯電気料等）助成
⑽　ホームページへの不審者情報などの掲載
⑾　自動通話録音機の無料貸し出し
⑿　生活安全講習会の開催
２　生活安全協議会
安全で安心なまちづくりを推進するため、幅広く意見を
交換し合う場として、学識経験者や区民、事業者、区、警
察、消防など関係者で構成する「中央区生活安全協議会」
を平成18年３月に設置した。
令和４年度　開催回数１回
３　暴力団排除の推進
暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団

に資金を提供しないこと、暴力団を利用しないことを基本理
念として、平成24年４月１日に「中央区暴力団排除条例」を
制定し、地域社会から暴力団を排除するよう取り組んでいる。

国土強
きょう

靱
じん

化
か

中央区国土強靱化地域計画
大規模自然災害に対し、事前防災および減災と復旧復興
に資する施策を総合的かつ計画的に実施するため、「強く
しなやかな国民生活の実現を図るための防災・減炎等に資
する国土強靭化基本法」第13条に基づく地域計画として令
和４年３月に「中央区国土強靭化地域計画」を策定した。
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国民保護
中央区国民保護計画
「国民保護法」第35条第１項の規定に基づき、武力攻撃
事態などにおいて国民保護措置を的確かつ迅速に実施する
ため、平成19年３月に中央区国民保護計画を策定した。
その後、平成27年３月に東京都国民保護計画が変更され
たことに伴い、平成28年４月に中央区国民保護計画を変更
した。
中央区国民保護協議会
中央区国民保護計画や国民保護措置に関する重要事項の
審議などを行うため、区長の附属機関として設置している。
なお、委員の構成は、中央区防災会議と同一である（委
員一覧は431頁参照）。

防災対策
「災害対策基本法」第42条に基づき、区民の生命、身体
および財産を災害から守るため、中央区地域防災計画を定
め、都および防災関係機関と相互に連携を図りながら、防
災対策事業を実施する態勢をとっている。
中央区防災会議
「災害対策基本法」に基づき、中央区地域防災計画の修
正および防災対策事業の推進などを目的として設置してい
る。
会長（区長）ならびに都・区・警察および消防など防災
関係機関から区長が任命する委員・幹事で構成する（委員
一覧は431頁参照）。
中央区地域防災計画
「災害対策基本法」第42条に基づき、中央区地域防災計
画を作成し、必要に応じて修正を行っている。
令和２年度の主な修正項目として、防災拠点の運営体制、
避難所などにおける感染症対策、高層住宅の防災対策、要
配慮者および避難行動要支援者対策、帰宅困難者対策、水
害対策、住宅・建築物の耐震化対策、職員体制、受援体制、
医療救護体制、輸送体制、災害廃棄物対策や生活再建支援
体制などについての取り組みを計画に反映した。
中央区災害対策本部
区長は区内で災害が発生した場合、あるいは災害が発生
する恐れがある場合で、非常配備態勢を発令する必要があ
ると認めたときは、災害対策本部を設置する。
災害対策本部は本部長（区長）および区職員で構成し、
区域の災害予防、災害応急対策および災害復旧事業などを
実施する（災害対策本部組織は66頁表１参照）。
なお、区役所閉庁時間帯についても災害に対処できるよ
う、警戒勤務者（区管理職）および災害応急指令員が警戒
勤務に従事している。
また、地震災害などが発生し、または発生する恐れがあ

るときは、本区および隣接区に在住している職員をもって
臨時非常配備態勢を確立し、警戒勤務者の指揮のもとに情
報の収集や防災関係機関との連絡を行うなど初動態勢の早
期確立を期している。
防災危機管理センター
防災、安全・安心に関する総合窓口として、普及啓発
コーナーなどを設置している他、大規模災害時には、情報
収集や発信機能、さらには区が行う防災活動の拠点として、
区役所１階に防災危機管理センターを設置している。
防災拠点などの整備（67頁表２参照）
災害発生時に区・防災区民組織などが迅速かつ的確な応
急活動を行えるよう、学校施設などを「防災拠点」として
位置付け、活動資器材を配備している。
防災拠点以外の区施設についても、防災活動資器材を配
備している。
【防災拠点の災害時の役割】
ア　避難所　　イ　救護所
ウ　情報拠点　エ　地域活動拠点
防災拠点運営委員会への支援
災害時に防災拠点（23カ所）の円滑な運営や平常時の地
域ぐるみの防災対策を推進するため、町会・自治会や防災
区民組織が主体となった「防災拠点運営委員会」（21委員会）
の活動を支援している（佃島小学校・佃中学校、月島第三
小学校・晴海中学校は、それぞれ１委員会）。
避難所などの種類
１　指定避難所（65頁図１参照）
災害の危険性があり避難した住民を災害の危険性がなく
なるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れ
なくなった住民を一時的に滞在させるため、区施設などを
避難所として指定している。
⑴　防災拠点（避難所）（23カ所）（67頁表２参照）

大地震などが発生した際、自宅での生活ができなく
なった方などが一定期間避難生活を送るための施設と
して、区立小・中学校などの公共施設23カ所を指定し
ている。

⑵　副拠点（６カ所）（67頁表２参照）
避難者が増加し防災拠点に収容が不可能となった場
合には、副拠点（主に寝泊まりする場所）を開設する。
なお、晴海地域においては、防災拠点までの距離を考
慮して発災当初から副拠点を開設する。

⑶�　福祉避難所など（態勢が整い次第順次開設：17カ所）
防災拠点で避難生活を送ることが困難な要介護高齢
者や障害のある方などを対象に福祉避難所を開設する。
なお、専門的な介護などが必要で自宅や防災拠点での
療養が困難な方は、特別養護老人ホームなどにおいて
緊急入所による対応を行う。

２　指定緊急避難場所（65頁図１参照）
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災害が発生または発生する恐れがある場合に、その危険
から逃れるための避難場所として、洪水や津波など災害の
種類ごとに施設や場所を指定している。
＜災害の種類＞
⑴　地震

防災拠点（避難所）の23カ所
晴海地域交流センターはるみらい（旧ほっとプラザ

はるみ）※
⑵　大規模な火事
○広域避難場所�

大地震などで延焼火災が発生したときに避難する場
所として、東京都が４カ所指定している。

○地区内残留地区
建物の不燃化が進んでおり、万一火災が発生しても、
大規模な延焼火災の恐れがなく、広域的な避難を要し
ない区域として、東京都が指定している。
ただし、区・警察・消防などから避難指示が出され
た場合は、その指示に従って避難することになる。

○一時（いっとき）集合場所（67頁表３参照）
住民が避難する際の中継地点（一時的に集合する場
所）として、公園などを指定している。

⑶　洪水・浸水・高潮
防災拠点（避難所）の23カ所
中央区役所
日本橋・月島区民センター
晴海地域交流センターはるみらい（旧ほっとプラザ

はるみ）※
⑷　津波

佃島小学校
月島第一小学校
月島第二小学校
豊海小学校
佃中学校
月島区民センター

※�リニューアル工事中

広域避難場所地区割当地区
（令和５年９月１日現在）

あかつき公園一帯 築地四丁目８～16番、築地六丁目
１～19番、21～26番、築地七丁目

新川ツインビル地区 入船、湊
佃リバーシティ地区 佃
晴海地区 月島、勝どき一～四丁目、晴海

地区内残留地区
（令和５年９月１日現在）

八重洲、京橋、銀座、新富、明石町、築地一～三丁目、
築地四丁目１～７番、築地五丁目、築地六丁目20・27番、
浜離宮庭園、八丁堀、新川、本石町、室町、本町、小舟町、
小伝馬町、大伝馬町、堀留町、富沢町、人形町、小網町、
蛎殻町、箱崎町、馬喰町、横山町、東日本橋、久松町、
浜町、中洲、日本橋、茅場町、兜町、勝どき五～六丁目、
豊海町

中央区防災用備蓄倉庫一覧

地　域 備　蓄　倉　庫

京　橋

区役所本庁舎、京橋区民館、京橋こども園、
銀座一丁目認可保育所等複合施設、京橋プラ
ザ、本の森ちゅうおう、湊コミュニティルーム、
明石町区民館、築地あかつきコミュニティルー
ム、八丁堀区民館、京華スクエア、新川区民館、
西銀座駐車場、ミレニアム銀座、京橋トラス
トタワー、ブリリア・ザ・タワー東京八重洲
アベニュー、シティタワー銀座東

日本橋
人形町保育園等複合施設、日本橋特別出張所、
区立箱崎町住宅、久松町区民館、総合スポー
ツセンター、NEX人形町ビル、リバーゲート

月　島

佃区民館、月島区民館、水産庁船員詰所、晴
海区民館、晴海児童館等複合施設、晴海住宅、
晴海地域交流センターはるみらい（旧ほっと
プラザはるみ）、キャピタルゲートプレイス、
勝どきザ・タワー、東京ミッドベイ勝どき、
晴海ビュータワー、晴海フロント、パークタ
ワー晴海、ザ・パークハウス晴海タワーズティ
アロレジデンス、ザ・パークハウス晴海タワー
ズクロノレジデンス、ドゥ・トゥール
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災害予防・応急対策
１　総合防災訓練
令和４年度は、９月４日に京橋地域において、あかつき
公園を主会場とし、主会場であるあかつき公園で消火・救
助活動訓練を、３カ所の防災拠点（京橋プラザ、銀座中学
校、京橋築地小学校）で避難所開設・運営訓練を実施する
など、住民や事業所、防災関係機関が連携した総合的な防
災訓練を行った。
２　災害時応急対策用物資・資器材の備蓄と配備
災害時における応急対策用の物資や資器材の保管場所と
して、防災拠点倉庫やその他の備蓄倉庫に食料・飲料水な
どの生活必需品の他、医療資器材・その他救出救護用資器
材を備蓄している。
また、災害時の医療救護活動をより迅速に行うため、「災
害対策用医療救急箱」を中央区・日本橋両医師会および区
施設などに配備している。
３　防災区民組織の育成
災害時には、地域ぐるみの防災活動が不可欠であること
から、町会・自治会を母体とした防災区民組織の活動に対
して、結成費・運営費の助成や装備の支給を行っている。
また、地域の救急現場で有効な自動体外式除細動器

（AED）購入費の助成も行っている。
４　初期消火訓練への助成
防災区民組織が消防署・消防団の指導により初期消火訓
練を実施する際は、消火器の薬剤詰め替えやアルファ化米
などの物資助成を行っている。
令和４年度　実 施 回 数　42回
　　　　　　参　加　者　5,763人
　　　　　　物 資 助 成　アルファ化米　5,195食
� � � 　�缶詰他　6,126個
５　事業所防災対策
地域と連携した事業所の防災対策の推進および防災意識
の普及・啓発を図るため、事業所の防災対策を分かりやす
くまとめた防災パンフレット「あなたのオフィスは大丈
夫！？」（経営者向け）と「オフィスサバイバルBOOK」（従
業員向け）の配布や DVD「あなたのオフィスは大丈
夫！？」の貸し出しを行っている。
６　防災講演会
区民・事業所の防災意識の向上を図るため、区内事業所、
防災区民組織および区民を対象に防災講演会を実施してい
る。
なお、令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止のため来場者数を一部制限して実施するとともに、
後日、区公式YouTube において配信を行った。
令和４年度実施状況
開 催 日　令和５年２月８日（水）
講演内容　�都心部×帰宅困難者

講　　師　�東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻
　　　　　教授　廣井　悠
参加者数　97人
７　地域防災力向上のための普及・啓発
地域ぐるみの防災活動への区民参加を促進するため、そ
の活動内容や地域コミュニティ活動の重要性を分かりやす
く紹介したパンフレット「わが家わがまちの防災ハンド
ブック」やポケット版を配布するとともに、映像化した
DVDの貸し出しを行っている。
８　地震体験車
地震防災対策の啓発および訓練活動を効果的に推進する
ため、地震体験車を町会・自治会や事業所の防災訓練など
で活用している。地震体験車の運転、操作、訓練参加者へ
の指導などについては、協定に基づき区内３消防署が行っ
ている。
９　マンション防災対策
マンション居住者、管理組合、管理会社の防災活動に関
する知識と防災意識の向上を図るため、大地震への備えな
ど平常時に必要な取り組みをまとめたパンフレット「いま、
始めよう。マンション防災」を配布するとともに、マン
ション防災対策を分かりやすく映像化したDVDを作成し、
無償で貸し出しを行っている。
また、マンション管理組合などの防災対策を支援するた
め、「震災時活動マニュアル策定の手引き」を活用すると
ともに、防災マニュアルの作成や防災訓練などの指導・助
言を行う防災アドバイザーを派遣している他、防災対策の
問題点や解決策を学べる防災講習会を開催している。さら
に、居住者主体の防災訓練の実施を支援することで、訓練
の活性化と防災意識の向上を図るとともに、マンション内
コミュニティの醸成と防災組織づくりの契機としている。
10　防災対策優良マンション認定制度
マンションにおける防災対策の一層の推進とコミュニ
ティの醸成を図るため、防災組織の設置や防災マニュアル
の作成など一定の条件を満たすマンションを「中央区防災
対策優良マンション」として認定し、防災資器材などの助
成を行っている。
対　　象　住宅の戸数が10戸以上のマンション
認定棟数　103棟（令和５年３月末現在）
助成内容
⑴　防災資器材の供与　　１棟　300,000円相当
⑵　防災訓練経費助成　　年額上限50,000円
11　飲料水などの確保対策
災害時に備え、あかつき公園内に1,500トン、晴海給水
所に1,300トン、堀留児童公園内に100トンの飲料水を常時
確保している。
また、区内38事業所の協力を得て、災害時における飲料
水供給協定を締結し、当該事業所の受水槽（1,505.1トン）
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に取水口を設置している。
公共施設、区立小・中学校などについては、受水槽

（1,486.7トン）に緊急遮断弁を取り付けるとともに、プー
ル（8,647トン）の水をろ過し、使用するなどの飲料水の
確保対策を行っている。
さらに、災害時に生活用水を確保するため、防災拠点を
はじめとする26カ所に防災用井戸を設置している。
12　災害時のトイレ対策
防災拠点となる学校において下水管耐震化工事、マン
ホール直結型仮設トイレを整備するとともに、簡易トイレ
の備蓄を行っている。
また、「地下タンク式仮設トイレ」を京橋公園、浜町公園、
新月島公園に設置するとともに、公衆便所の床下を便槽と
して利用できるよう床下ピットの設置を進めている。
13　中央区防災無線などの整備
災害時における迅速かつ的確な情報収集・伝達態勢の確
立を図るため、デジタル方式の防災無線などを整備してい
る。
⑴　地域防災無線〔平成３年４月開局〕

災害時における情報収集・連絡用（防災関係機関な
どに設置）
基　地　局　　　　２局
子　　　局　　　 314局

⑵　防災行政無線〈固定系〉〔昭和56年３月開局〕
区民に対する災害・行政情報提供用
基　地　局　　　　１局
屋外受信機　　　　86基

⑶　防災用ネットワークカメラ
災害時における情報収集用
設　置　数　　　　８台

14　安全・安心メールの配信
地震・気象情報や防犯情報、消費生活情報、その他緊急
な情報を速やかに伝達するため、「ちゅうおう安全・安心
メール」を配信している。
15　緊急告知ラジオの有償頒布
災害発生時などに、緊急地震速報や弾道ミサイル情報を
はじめとする緊急情報などを受信できる「緊急告知ラジオ」
を、区民・区内事業所に対し有償頒布している。なお、令
和４年度から280MHz 緊急告知ラジオを導入している。

区　民　１台　 2,000円（１世帯１台まで）
事業所　１台　21,450円（１事業所１台まで）

16　防災マップアプリの配信
災害時に区民、帰宅困難者を避難所や帰宅困難者一時滞
在施設などへ円滑に誘導するため、施設の開設状況と経路
を案内する防災マップアプリを配信している。
また、ダウンロード用の二次元コードを印刷した災害情
報ステッカーを作成し、公共施設や区内の駅などへの掲示

を進めている。
対応言語　４カ国語（日本語・英語・中国語・韓国語）

17　帰宅困難者対策
帰宅困難者による混乱を避けるため、事業者に対して従
業員の一斉帰宅の抑制や大規模商業施設などにおける施設
利用者の保護に関する普及啓発を推進している他、旅行者、
買い物客などの来街者対策として、民間の開発事業を通じ
て整備される帰宅困難者一時滞在施設などの確保に取り組
んでいる。
また、施設間の情報共有を図り、災害時の受け入れを円
滑に行うため、民間事業者が主体となって運営する「中央
区帰宅困難者支援施設運営協議会」を平成24年10月23日に
設立し、区はその活動の支援を行っている。
18　災害時の協力協定
災害時における応急対策活動を迅速かつ円滑に実施する
ため、次の協定を締結している。
⑴　応急対策および復旧対策など
災害応急活動における協力に関する基本協定（中央
区都市整備公社）
特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定

（23区）
東京都及び区市町村相互間の災害時等協力協定
東京都中央区と山形県東根市との災害相互援助協定
東京都中央区と岡山県玉野市との災害相互援助協定
東京都中央区と千葉県銚子市との災害時相互援助協
定
東京都中央区と宮城県石巻市との災害時相互援助協
定
東京都中央区と山梨県富士河口湖町との災害時相互
援助協定
災害時における応急協力の覚書（郵便局）

⑵　非常通信関係
京橋消防署

⑶　給食給水関係
東京都米穀小売商業組合中央支部（加盟14店）
東京都麺類協同組合区内４支部（加盟48店）
受水槽を所有する区内事業所（加盟38事業所）
東京都水道局

⑷　石油類の供給
東京都石油商業組合千代田・中央支部（加盟15事業
所）
隅田商事株式会社

⑸　物資等輸送関係
東京都トラック協会中央支部（加盟121社）
F-LINE 株式会社
株式会社エコ配
佐川急便株式会社
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日本通運株式会社
ヤマト運輸株式会社
日立自動車交通株式会社
日の丸自動車興業株式会社

⑹　医療救護関係
中央区医師会（加盟163医院）
日本橋医師会（加盟120医院）
京橋歯科医師会（加盟141医院）
お江戸日本橋歯科医師会（加盟96医院）
国立がん研究センター中央病院
京橋薬剤師会（加盟49店）
日本橋薬剤師会（加盟33店）
東京都柔道整復師会千代田・中央支部（加盟17院）
東京都獣医師会（加盟５医院）・区内開業獣医師（３
名）
災害時における医薬品等の調達業務に関する協定

（アルフレッサ株式会社、株式会社スズケン、株式会
社メディセオ、東邦薬品株式会社）
学校法人聖路加国際大学

⑺　道路障害物除去等応急対策
中央防災協力会（加盟36社）
東京都自動車整備振興会中央支部（加盟22社）
東京都印刷工業組合京橋・日本橋支部（加盟108事
業所）
東京都製本工業組合京橋・日本橋支部（加盟27事業
所）

⑻　災害廃棄物等処理対策
東京都環境保全協同組合（加盟18社）
東京環境保全協会（加盟64社）
東京廃棄物事業協同組合（加盟162社）
株式会社京葉興業
株式会社太陽油化
東京都中小建設業協会（加盟157社）
東京都産業資源循環協会（正会員536社）
23区および東京二十三区清掃一部事務組合

⑼　応急仮設住宅等応急対策
中央区災害対策建築協力会（加盟69社）

⑽　災害時広報対策
中央エフエム株式会社
東京ベイネットワーク株式会社
ヤフー株式会社

⑾　特別法律相談
中央区法曹会
東京弁護士会
第一東京弁護士会
第二東京弁護士会

⑿　避難所関係
東京都立晴海総合高等学校
中央清掃工場見学者施設
社会福祉法人賛育会
社会福祉法人奉優会
社会福祉法人シルヴァーウィング
社会福祉法人トーリケアネット
中央区医師会
社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会
社会福祉法人わとなーる
社会福祉法人長岡福祉協会
アクティオ株式会社
株式会社小学館集英社プロダクション
日本メックス株式会社
株式会社ポピンズ
アパホテル株式会社
株式会社グリーンズ
株式会社はとバス
株式会社ホテルサイボー
丸太屋株式会社
ワシントンホテル株式会社
株式会社相鉄ホテルマネジメント
パールホテル
一般財団法人東京船員厚生協会
H.I.S ホテルホールディングス株式会社
東京福祉バス株式会社
大和自動車交通ハイヤー株式会社
学校法人聖路加国際大学

⒀　ボランティア関係
中央区社会福祉協議会
中央区登録手話通訳者の会

⒁　救援活動、帰宅困難者支援など
戸田建設株式会社
日清オイリオグループ株式会社
株式会社ブリヂストン
日本設備工業株式会社ソリューション事業部
荏原実業株式会社
東京スクエアガーデン（第一生命保険株式会社、片
倉工業株式会社、清水地所株式会社、三井住友信託銀
行株式会社、ジェイアンドエス保険サービス株式会
社）
オンワードパークビルディング（株式会社オンワー
ドホールディングス）
東京日本橋タワー（住友不動産株式会社）
東急プラザ銀座（東急不動産株式会社）
京橋エドグラン（京橋二丁目西地区市街地再開発組
合）
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GINZA�SIX（GINZA�SIX 管理組合）
パークシティ中央湊ザタワー（パークシティ中央湊

ザタワー管理組合）
日本橋髙島屋三井ビルティング（日本橋二丁目団地

管理組合）
日本橋室町三井タワー（日本橋室町三丁目地区市街

地再開発組合）
武田グローバル本社（武田薬品不動産株式会社）
J-POWER電源開発株式会社（電源開発株式会社）
トヨタモビリティ東京中央勝どき店（トヨタモビリ

ティ東京株式会社）
ミュージアムタワー京橋（ミュージアムタワー京橋

管理組合）
ミッドタワーグランド（月島一丁目西仲通り地区市

街地再開発組合）
ホテルグランバッハ東京銀座（株式会社グリーンホ

スピタリティマネジメント）
KABUTO�ONE（平和不動産プロパティマネジメ

ント株式会社）
東京シティエアターミナル（東京シティエアターミ

ナル株式会社）
豊海流通センター（株式会社豊海）
からくさホテルカラーズ東京八重洲（株式会社岩佐

鐵工所）
築地警察署および築地本願寺との三者協定

⒂　仮復旧・応急援護活動など
NPO法人地域の防災と町づくりを研究する会（加

盟　企業：22社、個人：１人）
⒃　罹

り

災
さい

証明発行に係る情報提供
東京都総務局および主税局との三者協定
京橋消防署、日本橋消防署、臨港消防署との四者協

定
⒄　その他

災害時における中央区と中央区介護保険サービス事
業者連絡協議会との要介護高齢者の安否確認等に関す
る協定
�　災害時における応急物資（ダンボール製簡易ベッド）
の供給に関する協定（セッツカートン株式会社）
�　災害時における地図製品等の供給等に関する協定
（株式会社ゼンリン東京第一支社）
�　大規模災害時における電力復旧等に関する協定（東
京電力パワーグリッド株式会社銀座支社）
�　災害時における給電車両貸与に関する協定（トヨタ
モビリティ東京株式会社、トヨタモビリティサービス
株式会社）

19　消火器の地域配備
地域の初期消火を速やかに行うため、区内で相対的に延

焼危険度の高い地域を対象に、消火器を街頭に設置している。
街頭消火器設置数　788カ所
20　小災害見舞金等支給制度
区内における小規模な災害（災害救助法の適用を受ける
に至らない災害）の罹災者に対し、「中央区小災害り災者
見舞金等支給要綱」に基づき見舞金などを支給している。

小災害見舞金などの額 （単位：円）

区　　　分 世　帯 単　身
全焼・全壊・全流失の場合 60,000 30,000
半焼・半壊・半流失・床上浸
水の場合 40,000 20,000

部分焼・一部損壊 ･ 一部流
失・水損の場合 20,000 10,000

重傷者 30,000
死亡者（弔慰金） 60,000
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	 図１　避難所等一覧	 （令和５年９月１日現在）

※津波については、令和３年２月
修正の中央区地域防災計画に
よる。

凡　例

防災拠点（避難所）

副拠点

広域避難場所

福祉避難所など

指定避難所

指定緊急避難場所

○地震　
・防災拠点（避難所）
・晴海地域交流センター
 （旧ほっとプラザはるみ）

○大規模な火事

○洪水・浸水・高潮
・防災拠点（避難所）

・晴海地域交流センター
 （旧ほっとプラザはるみ）

・中央区役所
・日本橋区民センター
・月島区民センター

○津波
・佃島小学校
・月島第一小学校
・月島第二小学校
・豊海小学校
・佃中学校
・月島区民センター

広域避難場所一覧

あかつき公園一帯

築地四丁目8～16番、築地六丁目1～19番、
21～26番、築地七丁目

新川ツインビル地区

入船、湊

佃リバーシティ地区

佃

晴海地区

月島、勝どき一〜四丁目、晴海

晴海地域交流センター
（旧ほっとプラザはるみ）
※リニューアル工事中

日本橋公会堂集会室

月島児童館

勝どき区民館

十思スクエア
ケアサポートセンター
十思

新とみ新とみ

桜川敬老館
わとなーる桜川
桜川敬老館
わとなーる桜川

ケアサポート
センターつきしま
ケアサポート
センターつきしま

晴海苑

福祉センター

子ども発達支援
センター

教育センター

福祉センター

子ども発達支援
センター

教育センター
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表１　災害対策本部組織

東京都災害対策本部・防災機関との連絡、通信
情報の総括、被災者の収容計画、災害応急物資
・災害応急食料の調達・配分、帰宅困難者対策

災 対 指 令 部

災 対 総 務 部

災 対 区 民 部

災対保健所部

災対財政広報部

災対福祉保健部

災対環境土木部

災対都市整備部

災対社会福祉協議会

議会との連絡その他渉外事務、職員の動員、災
害対策に必要な物資・資材・車両などの調達、
現金・物品の出納・保管、罹災証明の交付

り さい

災害に関する広報・広聴、災害対策関係予算の
総括、生活復興計画、情報機器の保全・復旧、
情報処理システムの運用確保

被災地の調査、被災者の救出・避難誘導・避難
収容、災害応急物資・災害応急食料の配送、通
訳ボランティア受け入れ

義援金品の受領・配分、被災者の厚生保護、一
般・医療ボランティアの受け入れなど、福祉避
難所の設置・運営、医療関係機関との連絡調整

管内医療救護所の設置、遺体収容所などの設置・
管理運営、被災者の医療救護、防疫活動、食品
衛生

被災地などの環境整備、ごみおよびし尿処理、
水防機関との連絡、道路・橋りょう・河川・堤
防・公園などの点検整備・復旧、被災地の清掃、
がれき処理、応急給水

建物の罹災の程度の調査、災害復旧・応急復旧
の技術的指導、都市復興計画、応急危険度判定
ボランティア受け入れ、応急仮設住宅の建設、
民間被災建築物の応急危険度判定、がれき処理

被災者の収容、避難所・収容施設の設置・管理
運営、被災児童・生徒の応急教育

本　部　長　室

（本部長）

区　長

（副本部長）

副区長

副区長

教育長

（本部員）

企画部長

総務部長

防災危機管理室長

区民部長

福祉保健部長

高齢者施策推進室長

保健所長

環境土木部長

都市整備部長

都市活性プロジェクト推進室長

会計管理者

教育委員会事務局次長

監査事務局長

議会局長
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表２　防災拠点等一覧

防　災　拠　点
地��域 施　設　名 所　在　地 地��域 施　設　名 所　在　地

京
　
　
　
　
　
橋

城 東 小 学 校
京 橋 プ ラ ザ
泰 明 小 学 校
銀 座 中 学 校
中 央 小 学 校
明 石 小 学 校
京 橋 築 地 小 学 校
京 華 ス ク エ ア
明 正 小 学 校

八重洲２－２－１
銀座１－25－３
銀座５－１－13
銀座８－19－15
湊１－４－１
明石町１－15
築地２－13－１
八丁堀３－17－９
新川２－13－４

日
　
本
　
橋

有 馬 小 学 校
久 松 小 学 校
日 本 橋 中 学 校
阪 本 小 学 校

日本橋蛎殻町２－10－23
日本橋久松町７－２
東日本橋１－10－１
日本橋兜町15－18

月
　
　
　
　
　
島

佃 島 小 学 校
佃 中 学 校
月 島 第 一 小 学 校
月 島 第 二 小 学 校
月 島 第 三 小 学 校
晴 海 中 学 校
豊 海 小 学 校

佃２－３－１
佃２－３－２
月島４－15－１
勝どき１－12－２
晴海１－４－１
晴海１－５－３
豊海町３－１

日
本
橋

常 盤 小 学 校
十 思 ス ク エ ア
日 本 橋 小 学 校

日本橋本石町４－４－26
日本橋小伝馬町５－１
日本橋人形町１－１－17

副　拠　点

施　設　名 所　在　地 施　設　名 所　在　地

新 川 区 民 館
日 本 橋 公 会 堂 集 会 室
月 島 児 童 館
月 島 社 会 教 育 会 館

新川１－26－１
日本橋蛎殻町１－31－１
月島４－１－１
月島４－１－１

勝 ど き 区 民 館
勝 ど き 敬 老 館
勝 ど き 児 童 館
晴海地域交流センターはるみらい※
（旧ほっとプラザはるみ）　

勝どき１－５－１
勝どき１－５－１
勝どき１－８－１
晴海５－２－３

活動資器材庫

日本橋保健センター、日本橋プラザ、月島特別出張所

※リニューアル工事中

表３　一時（いっとき）集合場所一覧

一時集合場所 所　在　地 一時集合場所 所　在　地

中
央
警
察
署
管
内

城 東 小 学 校
京 華 ス ク エ ア
越 前 堀 児 童 公 園
常 盤 小 学 校
十 思 公 園
堀 留 児 童 公 園
日本橋プラザビル前広場
坂 本 町 公 園

八重洲２－２－１
八丁堀３－17－９
新川１－12－１
日本橋本石町４－４－26
日本橋小伝馬町５－２
日本橋堀留町１－１－16
日本橋２－３－４
日本橋兜町15－３

築
地
警
察
署
管
内

京 橋 公 園
数 寄 屋 橋 公 園
泰 明 小 学 校
銀 座 中 学 校
中 央 区 役 所
築 地 川 銀 座 公 園
京 橋 築 地 小 学 校
築 地 本 願 寺
築 地 川 千 代 橋 公 園
桜 川 公 園
鉄 砲 洲 児 童 公 園
築 地 川 公 園

銀座１－25－２
銀座４－１－２
銀座５－１－13
銀座８－19－15
築地１－１－１
築地１－13－20先
築地２－13－１
築地３－15－１
築地５－１－１先
入船１－１－１
湊１－５－１
明石町10－２

久
松
警
察
署
管
内

日 本 橋 小 学 校
浜 町 緑 道
日本橋区民センター
蛎 殻 町 公 園
箱 崎 公 園
小 網 町 児 童 遊 園
久 松 小 学 校
左衛門橋南東児童遊園
日 本 橋 中 学 校
浜 町 公 園

日本橋人形町１－１－17
日本橋人形町２－27・36・37
日本橋蛎殻町１－31－１
日本橋蛎殻町２－10－６
日本橋箱崎町18－18
日本橋小網町９－１先
日本橋久松町７－２
日本橋馬喰町２－７－16
東日本橋１－10－１
日本橋浜町２－59－１

月
島
警
察
署
管
内

佃 島 小 学 校
月 島 幼 稚 園
月 島 第 一 児 童 公 園
月 島 第 一 小 学 校
月 島 第 二 児 童 公 園
勝どき五丁目親水公園
豊 海 児 童 公 園
豊 海 運 動 公 園

佃２－３－１
月島１－９－７
月島４－２－１
月島４－15－１
勝どき１－９－８
勝どき５－２－19先
勝どき６－６－６
豊海町３－19
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顕彰者一覧

氏　　名 功　　　　　　　績 顕彰年月日 備　　考

横 関 政 一 昭和７年から本区に在籍し、昭和50年から昭和62年まで３期12年区長とし
て区政の伸展と区民福祉の向上に卓絶な功績を残される。 平成６年９月30日 平成10年12月８日逝去

岡 内 英 夫 事業経営者として常に地域社会との融合に努められ、観光協会ほか地域団体
において、本区の商工業の発展と観光事業の推進に卓絶な功績を残される。 平成６年９月30日 平成16年４月21日逝去

杵屋佐登代 本区に生まれ、長年の研さんにより奥義を極めた長唄界の重鎮で、長唄の
普及、継承、発展に卓絶な功績を残される。 平成６年９月30日 平成９年10月18日逝去

三 田 政 吉 事業経営者として精励されるとともに、演劇文化の発展、食品衛生の普及・
啓発活動に尽力され、また、地域住民の福祉向上に卓絶な功績を残される。平成11年11月30日 平成18年１月25日逝去

日野原重明 昭和16年、聖路加国際病院の内科医員として勤務され、以来、「患者参加
の医療」を推進し、医療・医学教育の改革と発展に卓絶な功績を残される。平成11年11月30日 平成29年７月18日逝去

山 本 惠 造 事業経営者の経験を生かし、全国観光土産品の公正取引に尽力されるとと
もに、産業の振興および文化国際交流の進展に卓絶な功績を残される。 平成11年11月30日 平成18年７月23日逝去

常磐津 寿 幼少の頃から常磐津節三味線の技芸習得に傾注され、常磐津節三味線の第
一人者となり、伝統芸能の普及、継承、発展に卓絶な功績を残される。 平成11年11月30日 令和４年12月15日逝去

福 原 義 春 事業経営者として常に地域社会との融合に努められ、本区の商工業の発展
および観光事業の推進ならびに文化の向上に卓絶な功績を残される。 平成20年10月17日

中村富十郎 名歌舞伎役者として活躍されるとともに、後進の育成指導にも尽力され、
日本伝統芸能としての歌舞伎の普及、継承、発展に卓絶な功績を残される。平成20年10月17日 平成23年１月３日逝去

宮 入 正 則 事業経営者として卓抜の指導力を発揮されるとともに、中小・零細企業の
振興と発展および地域の発展と地域行政の進展に卓絶な功績を残される。 平成20年10月17日 平成19年４月18日逝去

細田安兵衛
事業経営者として精励されるとともに、観光協会ほか地域団体において、
本区の商工業の発展および観光事業の推進ならびに文化の向上に卓絶な功
績を残される。

平成24年10月19日 令和３年11月３日逝去

竹 内 誠
本区に生まれ、教育者として人材の育成や学術の進展に尽力され、その歴
史に関する優れた知見をもとに、本区の伝統・文化の継承、発展に卓絶な
功績を残される。

平成24年10月19日 令和２年９月６日逝去

古 屋 勝 彦
事業経営者として精励されるとともに、文化・国際交流協会ほか地域団体
において、本区の商工業の発展および文化振興ならびに国際交流の進展に
卓絶な功績を残される。

平成28年10月14日

堅田喜三久 邦楽囃子の技芸習得に傾注され、邦楽囃子の第一人者となり、邦楽の普及、
継承、発展に卓絶な功績を残される。 平成28年10月14日 令和２年12月17日逝去

杵 屋 淨 貢 幼少の頃から長唄、三味線の技芸習得に傾注され、歌舞伎音楽長唄三味線
の第一人者となり、伝統芸能の普及、継承、発展に卓絶な功績を残される。平成28年10月14日 令和４年１月19日逝去

矢�田�美�英 昭和62年に区長へ就任し、平成31年まで公選の特別区長としては最長とな
る８期32年、区政の伸展と区民福祉の向上に卓絶な功績を残される。 令和４年10月14日

大�谷�信�義
事業経営者として精励されるとともに、文化 · 芸術の向上に尽力され、ま
た観光協会ほか地域団体において本区の観光事業の推進および商工業の発
展に卓絶な功績を残される。

令和４年10月14日

名誉区民・表彰制度

名誉区民制度
「中央区名誉区民条例」に基づき、公共の福祉の増進、
産業の振興または学術、技芸の進展など社会文化の興隆に
卓絶な功績があった者に対し、その功績をたたえ、区民敬

愛の対象として顕彰する制度である。
名誉区民選定に当たっては、区長が、「中央区名誉区民
選定委員会」に候補者の選定について諮問し、その答申に
基づき区議会の同意を得ている。
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令和４年度各種功労者表彰受賞者
功労者表彰
１．地域活動関係功労者（22人）
⑴　町会・自治会関係者（19人）
湊� 湯浅　信子
湊� 和泉　雅明
築地� 濵﨑壽美代
新川� 御園孝一郎
新川� 板井　幹雄
新川� 塩原　治保
日本橋本町� 奥田　秀助
日本橋堀留町� 長岡　秀恭
日本橋人形町� 野邉　広吉
日本橋小網町� 久保　和夫
日本橋久松町� 外川　隆康
日本橋浜町� 櫻井　照子
日本橋浜町� 山名　雅代
日本橋中洲� 倉谷　宏孝
日本橋中洲� 吉野　　伸
日本橋中洲� 門奈　　清
月島� 五老佐和子
勝どき� 中里　幸子
佃� 生田目　裕

⑵　女性団体等関係者（３人）
湊� 中須　節子
日本橋茅場町� 本橋　慶子
東京都新宿区� 鳥飼　和美

２．防犯・交通安全関係功労者（３人）
⑴�　防犯関係者（１人）�
銀座� 神山　富雄

⑵　交通安全関係者（２人）
銀座� 岡本　圭祐
日本橋浜町� 老川　功明

表彰制度
教育、衛生、社会福祉その他公共の事業に尽力した方、
公共の事務に精励し功労のある方および産業の振興に貢献
した方などで、区の定める「中央区表彰規則」に該当する
方に対し、毎年「文化の日」を期して表彰を行っている。
また、平成21年度からは、区政に極めて大きな貢献をし

た方を顕彰する特別功労者表彰制度を創設した（平成21年
度　鈴木　肇、平成23年度　柴崎仁久、平成28年度　柴崎
直子、重盛永造、井上和雄、竹田圭吾、令和３年度　松川
昭義）。
令和４年度における受賞者は、75人（内11人は再受賞者）
であり、次のとおりである。

３．防災功労者（12人）
⑴　消防団関係者（４人）
八丁堀� 池田　尚史
明石町� 柴田　　智
日本橋蛎殻町� 吉益　良治
佃� 籘森真理子

⑵　防火防災協会等関係者（３人）
日本橋小舟町� 黒田　俊幸
日本橋小舟町� 横島　雅次
日本橋人形町� 風見　和由

⑶　防災区民組織関係者（５人）
銀座� 森　　仁至
東京都港区� 長久保文雄
東京都世田谷区�

荒⺿
井　洋一

日本橋本町� 海老原　裕
佃� 髙橋　研二

４．社会福祉事業功労者（２人）
⑴　社会福祉事業団体関係者（２人）
入船� 水野　雅生
日本橋浜町� 倉田　二郎

５．衛生事業功労者（５人）
⑴　衛生事業団体関係者（５人）
佃� 斎藤　達也
八丁堀� 小林　　博
日本橋人形町� 飯塚　徹知
勝どき� 佐久間　悟
銀座� 杉山　　衛

６．環境保全・消費生活向上功労者（１人）
⑴　環境保全団体・消費者団体等関係者（１人）
日本橋中洲� 中井　啓子
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等及び共同参画による社会づくりに関する基本条例」に基
づき、今後５年間の基本的方向性を示すとともに、社会環
境の変化に的確に対応し、本区における現状や課題を踏ま
えた施策を総合的かつ計画的に推進するため、「中央区男
女共同参画行動計画2023」を令和５年３月に策定した。
２　計画の体系
⑴　人権が尊重され、多様な生き方を認め合う社会の形成
ア　男女平等の意識づくり
イ　子どもの個性や能力を育む学校教育の充実
ウ　男女の生涯にわたる健康支援

７．教育功労者（７人）�
⑴��　私立学校関係者（３人）�
日本橋馬喰町� 井上奈緒美
日本橋馬喰町� 宇田川明美
日本橋馬喰町� 奥木　夕子

⑵�　小 ･中学校の教職員（２人）�
築地� 平山　尚彦
東日本橋� 平野　雅仁

⑶�　小 ･中学校、幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校
薬剤師（２人）�
日本橋蛎殻町� 藤田　浩司
銀座� 矢部　利江

８．文化・生涯学習関係功労者（７人）�
⑴�　中央区青少年委員及び中央区スポーツ推進委員

（５人）
晴海� 渡部　志乃
月島� 林　登美雄
月島� 星野　俊彦
佃� 岡田　浩一
勝どき� 石川　浩一

⑵�　青少年対策地区委員会関係者（１人）�
晴海� 植原　秀典
⑶�　社会教育・スポーツ関係団体の指導育成に尽力し、
社会教育及びスポーツの振興に功労顕著な者（１人）
新富� 飯野　謙三

９. 納税功労者（１人）�
⑴　納税貯蓄組合関係者（１人）�
日本橋本町� 　橋本　泰藏

10．公共事務精励者（10人）�
⑴　法令に基づく各種委員（８人）�
入船� 池田由美子
湊� 中川　文隆
新川� 関塚奈保美
晴海� 小川　悦子
築地� 井部　俊子
東日本橋� 中村　泰規
月島� 鈴木　浩一
神奈川県横浜市� 岩島　秀樹

⑵�　区議会議員（２人）�
湊� 木村　克一
日本橋小舟町� 田中耕太郎

11．実業精励者（１人）�
⑴　伝統工芸従事者（１人）�
築地� 加藤木大介

12．中小企業発達功労者（３人）�
⑴　商工団体、業種別団体等関係者（３人）�
築地� 藤本　宣丈
月島� 新海　英一
勝どき� 佐藤友美子

13．徳行又は善行者（１人）�
新川� リ ラ の 花

男女共同参画施策

区では、区民一人一人が尊重され、誰もが活躍できる男
女の平等および共同参画による社会を実現するため、令和
５年４月１日に「中央区男女の平等及び共同参画による社
会づくりに関する基本条例」を制定した。これに基づき、
男女の平等および共同参画による社会づくりの推進に関す
る施策を総合的かつ計画的に推進している。
中央区男女共同参画行動計画2023
１　計画の目的
平成30年度に策定した「中央区男女共同参画行動計画
2018」の計画期間が終了することから、「中央区男女の平
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エ　ひとり親家庭や単身世帯などへの支援
オ　多様な性を認め合う社会に向けた理解促進と支援
⑵　女性の活躍の推進〔中央区女性活躍推進計画〕
ア　働く場における女性の活躍推進
イ　女性の就労支援
ウ　ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた支援
エ　子育てや介護に対する支援の充実
オ　生活の場への男性の参画促進
⑶　あらゆる暴力の根絶〔中央区配偶者暴力対策基本計画〕
ア　配偶者等からの暴力の防止と被害者支援
イ　セクシュアル・ハラスメントなどの防止
ウ　性犯罪・性暴力の防止と被害者支援
⑷　さまざまな場への男女共同参画の促進
ア　政策・方針決定過程における女性の参画促進
イ　地域活動における男女共同参画の促進
ウ　男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の推進
⑸�　男女共同参画社会の実現に向けた人材育成と拠点施
設の活用
ア�　地域の活動で中心的な役割を果たす人材、グルー
プ・団体の育成
イ�　誰もが利用しやすい男女共同参画推進拠点施設の
活用

推進体制
中央区男女平等共同参画推進会議
行動計画その他男女の平等および共同参画による社会づ
くりの推進に関する重要事項について審議するため、区長
の附属機関として設置されている。
会議の組織は、学識経験者や区民などのうち区長が委嘱
した20名以内の委員で構成され、委員の任期は３年以内で
ある（委員一覧は430頁参照）。
普及啓発事業
男女共同参画社会の実現に向けた普及・啓発を図るため
次の事業を行っている。なお、昼の講座などでは生後３カ
月以上の未就学児を対象に託児を実施している。
〔　〕内は令和４年度実績
１　男女共同参画ニュース「B

ブ ー ケ

ouquet」の発行
年２回　各50,100部（新聞折り込み分含む）
〔年２回　各49,350部（新聞折り込み分含む）〕

２　男女共同参画講演会などの開催
⑴　男女共同参画講演会　年１回〔１回、18人〕
⑵　就労支援講座　年８回〔８回、67人〕
　　就労支援相談　年５回〔５回、８人〕
⑶　男女共同参画講座　年８回〔８回、132人〕
⑷　男女共同参画セミナー　年４回〔４回、115人〕
⑸�　育児中の保護者社会参加応援事業（ほっと一息私の
時間）年６回〔６回、48人〕

⑹　中央区イクメン講座　年３回〔３回、11人〕
⑺　水曜イブニングトーク　年４回〔４回、75人〕
⑻　ワーク・ライフ・バランスセミナー
年２回〔２回、43人〕

⑼　事業協力スタッフ養成講座
年１回（全８回の連続講座）〔１回、14人〕

⑽　キャリアアップ講座
年１回〔１回、９人〕

３　男女共同参画リーダー研修の実施
年１回〔１回、11人〕

男女平等センター事業協力スタッフの参画
講座の実施、男女共同参画ニュース「B

ブ ー ケ

ouquet」の発行
などを対象事業とし、スタッフ養成講座修了者が事業協力
スタッフとして参画している。
中央区ブーケ祭りの開催
男女共同参画社会の推進に向け、男女平等センターの活
性化を図るとともに、男女平等センターを利用する団体の
活動の場を広げ、団体間の連携を図るため、年１回ブーケ
祭りを開催している。
実施に当たっては、男女共同参画意識の向上と主体的に
取り組んでいく力を高めるため、実行委員会を組織し、区
と共同で実施している。
第21回中央区ブーケ祭り実施状況
開催日　令和５年６月23日（金）・24日（土）
会　場　男女平等センター「ブーケ21」
テーマ　「ブーケとともに新たな一歩」
来場者　約880人
ワーク・ライフ・バランス推進企業認定事業
仕事と家庭の両立支援や男女がともに働きやすい職場の
実現に向けてワーク・ライフ・バランスの取り組みを推進
している中小企業などを認定し、その取り組みを広く紹介
するとともに、アドバイザーを派遣し、ワーク・ライフ・
バランスの取り組みを支援することにより、中小企業など
におけるワーク・ライフ・バランスの推進を図る。
令和４年度　認定企業　５社
　　　　　　アドバイザー派遣企業　８社
男女共同参画事業団体支援助成
男女共同参画社会の実現を目的とし、区民団体・グルー
プが自主的な学習活動を行う際、講演・講座のための講師
を必要とする場合に、講師謝礼相当分の全部または一部を
助成している。
１　助成金額
一団体100,000円を限度とし、予算の範囲内で定めた額
２　対象団体
区内に活動の主体を置き、区内に在住・在勤または在学
する構成員で構成する団体であって、原則として活動の実
績を有し、今後の活動の充実が期待できる団体
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男性電話相談状況　　　　（令和４年度）

主　な　相　談　内　容 電話相談

合　　　　　　　　　計 14件

生 き 方 2

性 格 0

夫 婦 関 係 4

Ｄ Ｖ 関 係 0

労 働 ・ 仕 事 関 係 4

親 子 関 係 2

その他の関係（男女・近隣・職場など） 1

セ ク シ ュ ア ル・ ハ ラ ス メ ン ト 0

親 の こ と 0

子 ど も の こ と 0

友 人 の こ と 0

病 気 0

生 活 一 般 0

そ の 他 1

※令和４年７月開始

女性に対する暴力をなくす運動パネル展
「女性に対する暴力をなくす運動」期間に合わせ、パネ
ルを区役所本庁舎、日本橋・月島区民センター、男女平等
センター「ブーケ21」に展示し、女性の人権の尊重につい
て意識啓発を図っている。

男女平等センター「ブーケ21」
女性の地位向上と社会参画を推進するとともに、男女共
同参画社会の実現を図る拠点施設として平成５年４月28日
に開設した（令和５年４月１日に「女性センター」から「男
女平等センター」に名称を変更）。
所在地　湊１－１－１
　　　　☎（5543）0651　FAX（5543）0652
敷地面積　� �496.82㎡
延床面積　1,679.18㎡
構造規模　�鉄骨・鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）地

上４階建て
１　階　情報資料・交流各コーナー
中２階　情報資料コーナー
２　階　保育室、相談室、事務室など
３　階　研修室３室、視聴覚室
４　階　研修室（和室）、ワークルーム
開館時間、休館日など
１　開館時間
午前９時～午後９時

３　対象事業
男女共同参画に関わる問題の解決を目指した公開の学習
会または講演会
「ブーケ21」女性相談
女性のさまざまな悩みの相談に応じるために、男女平等
センター「ブーケ21」で専門のカウンセラーにより実施し
ている。
また、子育て中の方が安心して相談できるように生後57
日以上の乳幼児から小学生までを対象とした託児サービス
を行っている。
電話相談（予約不要）
毎週月曜日　午前10時～午後４時
面談・電話相談（要予約）
第１・５水曜日、第４火曜日　午前10時～午後４時
第２火曜日、第３水曜日　午後３時30分～８時30分
☎（5543）0653（直通）

「ブーケ21」女性相談状況　（令和４年度）

主　な　相　談　内　容 電話相談 面談

合　　　　　　　　　計 167件 173件

生 き 方 7 14

性 格 11 16

夫 婦 関 係 39 76

D� V� 関� 係 15 17

嫁 姑 関 係 4 0

親 子 関 係 12 13

その他の関係（男女・近隣・職場など） 47 28

セ クシュアル・ハラスメント 1 1

親 の こ と 2 1

子 ど も の こ と 3 3

友 人 の こ と 0 0

病 気 10 2

生 活 一 般 11 2

そ の 他 5 0

男性電話相談
多岐にわたる悩みを抱える男性を支援するため、男性の
ための電話相談を実施している。
毎月　第３水曜日　午後３時～８時
☎（3495）7770
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２　休館日
⑴　年末年始（12月28日～１月４日）
⑵　臨時（館内保守点検など）
３　研修室などの利用対象
区内在住・在勤者（研修室、視聴覚室、ワークルームは
団体利用に限る）
４　研修室などの貸し切り使用
⑴　対　象
ア�　男女平等社会の実現を目指すことを主な目的とし
て活動する団体（以下「登録団体」という）
イ�　区内に住所を有するもの、または区内の事業所に
勤務するもの（以下「一般利用者」という）

⑵　利用手続
ア　登 録 団 体　�利用日の属する月の２カ月前の１日

から
イ　一般利用者　�利用日の属する月の１カ月前の２日

から
⑶　使用料

施　設

利用
区分

定員

午　前 午　後 夜　間 全　日

午前９時
～
正午

午後１時
～
５時

午後６時
～
９時

午前９時
～

午後９時

研修室１
（洋　室） 24人 1,600円 � 2,200円 � 2,200円 � 5,400円

研修室２
（洋　室） 36　 1,800　 � 2,400　 � 2,400　 � 5,900　

研修室３
（洋　室） 18　 1,600　 � 2,200　 � 2,200　 � 5,400　

研修室４
（和　室） 24　 1,400　 � 1,900　 � 1,900　 � 4,700　

視聴覚室 24　 2,100　 � 2,800　 � 2,800　 � 6,900　

ワークルーム 多 目 的スペース 8,100　 10,800　 10,800　 26,700　

◎�午前と午後および午後と夜間を引き続いて利用する場合
は、使用料は合算した額を徴収する。
◎�研修室１と研修室２は１室として利用できる。この場合
の使用料は２部屋分を徴収する。
◎�登録団体は７割減額で利用できる。

⑷　利用状況� （令和４年度）

利用区分

施設
計 登録団体 一般利用者 区の事業など

計 2,436件 � 996件 � 902件 � 538件
研修室（４室） 1,727 601 759 367

視 聴 覚 室 365 220 124 21
ワークルーム 344 175 19 150

女性問題図書などの閲覧貸し出し
男女平等センター情報資料コーナーにおいて、女性問題
図書および女性関係資料の閲覧・貸し出しを行っている。
１人１回　２冊
貸出期間　２週間以内

ボランティア保険制度

区民が安心してボランティア活動に従事できるよう中央
区ボランティア保険制度を昭和61年６月に創設した。
この保険制度は、区がボランティア団体の指導者などを
被保険者として、ボランティア保険契約を損害保険会社と
締結し、保険料を区が負担するものである。

補償の種類と金額

補償の種類 補償限度額

損害賠償
責任保険

対 人 の 賠 償 １　人� １億円
１事故� ２億円

対 物 の 賠 償 １事故� 500万円
（保管物の場合300万円）

傷害保険

死 亡 保 険 金 500万円
後遺障害保険金 15万円～500万円
入 院 保 険 金 日額　3,000円（180日限度）
通 院 保 険 金 日額　2,000円（90日限度）

情報公開制度・個人情報保護制度

情報公開制度
「中央区情報公開条例」に基づき、区民などの請求に応
じて区が保有する区政情報を開示する他、積極的な情報の
公表や提供など、情報公開を総合的に推進することにより、
区政に関し区民に説明する責務を全うし、区民の区政への
参加の促進を図るものである。
なお、開示請求については、区政情報の閲覧、視聴また
は写しの交付の際に、原則として74頁表１に掲げる手数料
を徴収している。
令和４年度における区政情報の開示請求の処理状況は、
74頁表２のとおりである。
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表１　手数料の額

開示の方法 区　政　情　報　の　種　類 金　　　　　額 徴　収　時　期

閲　　　覧 文書・図画・写真・ビデオテープなどを
除く電磁的記録を用紙に出力したもの １件名（簿冊は１冊）につき� 300円 閲覧のとき　　　

視　　　聴

マイクロフィルム・ビデオテープなどを除
く電磁的記録を表示装置に出力したもの １件名につき� 300円

視聴のとき　　　

ビデオテープなど １巻１回につき� 500円

写しの交付 文書・図画・写真・マイクロフィルム・
ビデオテープなどを除く電磁的記録

１件名（簿冊は１冊）につき300円に、
用紙１枚につき10円（電磁的記録に係
る光ディスクによる写しの交付は、１
枚につき80円）を加算した金額

写しの交付のとき

表２　区政情報開示請求の状況

件　数
状　　　　　況

開　示 一部開示 非開示 存否
応答拒否

1,317 867 379 71 0

個人情報保護制度
「個人情報の保護に関する法律」に基づいた、個人情報
の適正な取得、保有、安全管理措置および個人情報の管理
に関する書類の管理を行うとともに、自己に関する個人情
報の開示や訂正などについての請求権を保障することによ
り、区民の権利利益の保護を図るものである。
令和４年度における個人情報の開示請求の処理状況は、
表３のとおりである。
なお、訂正請求および利用停止請求はなかった。

表３　個人情報の開示請求の状況

件　数
状　　　　　況

開　示 一部開示 非開示 存否
応答拒否

142 41 68 26 7

情報公開コーナー
情報公開制度や個人情報保護制度に関する相談、案内お
よび受け付けを行うとともに、区が発行した刊行物を中心
とした行政資料を備え、それらの閲覧、貸し出しおよびコ
ピーサービスを行っている。

また、区などが発行している有償刊行物の販売も行って
いる。

情報公開コーナーの利用状況（令和４年度）

利用者数 資料閲覧 資 料
貸し出し

有償刊行
物 販 売

道路台帳など
の情報提供

コ ピ ー
サービス

2,892人 1,150冊 0冊 107冊 1,916件 17,694枚
◎�コピーサービスの金額および内訳は、A3カラー80円�99
枚、A3以外カラー50円�300枚、白黒10円�17,295枚であ
る。

情報公開・個人情報保護審議会
情報公開制度および個人情報保護制度の適正かつ円滑な
運営を図るため、区長の附属機関として設置されている。
審議会の組織は、学識経験者、区議会議員および区内の
公共的団体関係者のうち区長が委嘱する17人以内の委員で
構成され、委員の任期は２年である（委員一覧は430頁参
照）。
情報公開・個人情報保護審査会
区政情報の開示請求または保有個人情報の開示などの請
求に対する非開示などの決定について審査請求があった場
合に、当該決定の当否に関し、公平かつ客観的な立場で審
査を行うため、区長の附属機関として設置されている。
審査会の組織は、学識経験者のうち区長が委嘱する５人
以内の委員で構成され、委員の任期は２年である（委員一
覧は430頁参照）。
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理事長（田中智彦） 副理事長（吉田不曇） 常務理事（黒川　眞）

庶　務　係………内部規定の整備、会計経理、財産管理、予算・決算、資金の借り入れ・償還

用　地　係………土地の取得などに係る調査・測量・交渉・契約・土地の評価長
局
務
事

中央区土地開発公社

本公社は、昭和63年５月２日に公共用地の機敏かつ機動
的な取得を行うため、「公有地の拡大の推進に関する法律」
に基づき、中央区の全額出資により設立された。
地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべ
き土地の取得、管理および処分の業務を行っている。
具体的には、以下が対象となっている。
①　都市計画区域内の土地の先買い
②　公共・公用施設の用に供する土地
③　土地取得のために必要とする代替地

また、公社の特徴として、用地取得費については、民間
資金の借り入れにより調達する。
公社の組織
議決機関として理事会を置き、区長から任命された理事
をもって構成されている。
また、公社の取得する土地の価格などについて、理事長
の諮問に応えるため、土地評価審査会が設置されている。
公社の職制および事務局の分掌事務は次のとおりである。


